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会 議 録 

会議の名称 第１回谷田部小学校外基本構想策定委員会 

開催日時 令和７年（2025 年）８月 28 日（木）開会 10：00 閉会 12：00 

開催場所 市民ホールやたべ２階 大会議室 

事務局（担当課） 教育局教育施設課 

出 

席 

者 

委員 

 

 

樋口 直宏（委員長）、塚本 明（職務代理者）、錦織 か

おる、宮崎 栄二、長塚 俊宏、若栁 綾子、雨宮 護、渡

辺 峰子、荒井 春明、海野原 友都、白木 碧、渡辺 史

織、大越 勝之、稲葉 清隆、鈴木 加代子、久保田 靖彦 

事務局 

 

教育局：次長兼教育施設課長 勝村 英樹、次長兼学務課長 

森田 信道 

教育施設課：課長補佐 鈴木 章夫、係長 神立 哲治、主

任 由波 竜哉、主任 市川 達也、主任 天貝 茉希、主

事 中泉 梨菜 

学務課：係長 大友 博幸 

学び推進課：学校教育政策監 増沢 喜良、係長 巾崎 一

真 

財務部：次長兼公共資産利活用推進課長 岡野 渡 

公共資産利活用推進課：係長 中村 和彦、主任 戸髙 悠

佑 

市民部：次長兼スポーツ施設課長 武笠 健一 

スポーツ施設課：係長 髙野 祐紀、主任 小池 祐輝 

地域支援課：課長 根本 隆、係長 松崎 佐知子 

こども育成課：課長 小林 将明、係長 渡辺 典江 

周辺市街地振興課：課長補佐 本田 綾一 
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公共施設整備課：課長 糸賀 健二 

その他 株式会社長大 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 (1) 谷田部小学校外基本構想の検討状況 

(2) 全体スケジュール及び策定委員会の進め方 

(3) アンケート及びヒアリングの内容 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 委員長の選出及び職務代理者の指名 

５ 議事 

６ その他 

７ 閉会 

１ 開会 

２ あいさつ 

市長：お忙しいところ、この会議にご参加をいただきましてありがとうござい

ます。谷田部小学校をこれからどういう形で作っていくかというのは、小学

校の問題にとどまらず、まちの在り方そのものに関わる話だと思っていま

す。もちろん、こどもたちの良い教育環境を作るということは当然のことで

して、谷田部小学校も非常に歴史ある学校で、当時の建設のはやりだったそ

うですけれども、廊下がなくてベランダを通って移動しないといけないな

ど、こどもたちにとっても先生たちにとっても、必ずしも良い環境ではない。

それが、人口増加によって増築をこれからしていかなくてはいけない、さら
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に増えていくということが推計される中で、つくば市は全ての市の中で人口

増加率日本１位ということになりましたが、そういう状況で、本当にだまし

だましの長寿命化でよいのか、ということを地域のみなさん、先生方、PTA

の方とも議論をさせていただきました。それに加えて、谷田部の地域は、持

続化拠点、この地域に様々な都市機能を集積させていって、地域の生活の拠

点にしていくということを都市計画マスタープランでも位置付けているエ

リアになりますから、今回の小学校の複合化を機に、新たな転換をしていく

きっかけを作るべきではないかということで、みなさんの議論を進めていた

だいて、私の選挙公約でも、こどもたちと地域が共に使える地域の拠点とな

るような新たな学校を軸とした整備ということを掲げています。例えば、そ

れはどういうことかというと、この市民ホールやたべ、非常に老朽化してい

ます。こちらについては、長寿命化工事すらできない、簡単に言うと解体す

るしかない状況にあります。そして、解体をしたからと言って、新たにこれ

だけ立派なホールを再度作れるかというと、それだけで数十億円の話ですか

ら、そういうことをなかなかすることもできない。あるいは、隣には谷田部

の体育館があり、たくさんの方に使っていただいていますが、それもかなり

老朽化しています。大規模な改修をしなければいけないのですが、本当に大

規模改修をするのと新たに作るのと、長い目で見たらどちらがコストが安い

のだろう。そして、地域にとっても市民にとっても良いのだろうか、などと

いう議論も色々としてきたところです。そういう中で、今日どこまでどうい

う議論に入っていくかは分かりませんが、谷田部小学校を長寿命化するので

はなくて、谷田部小学校を新たに建て直す、そして、市民ホールの機能、市

民体育館の機能、両方を包含するような機能を谷田部小学校の新たな建築の

中に組み込む複合型の学校、学校自体に市民がはじめから利用できる場所を

作っていく。平日こどもたちが授業をやっていても、体育館の一部は市民が

使えるような場所にしたい。あるいは、椅子の出し入れをすることで数百人
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であれば市民がコンサートやイベント、谷田部のみなさんがやっている伊賀

七座などをするような場所を作れないだろうかということが、地域のみなさ

んと何度か議論を重ねながら進めていった方向性です。そこの方向性を経

て、今年の１月から３月くらいまでで話をして、この方向でやってみようと

地域のみなさんと大体描く未来が共有できましたので、今回具体的な基本構

想の策定委員会を始めることができるようになりました。なかなか新しいチ

ャレンジでして、つくばではもちろん初めてです。みどりのプールを共有し

たり、私が市長になってからの設計では、地域との共同利用は進めています

が、そもそも初めから地域の施設を複合化するというのはつくばでは初めて

ですし、つくばには莫大な財源はありませんので、いかに有効に活用しなが

ら、それでもこどもたちにとっても、地域のみなさんにとっても良いものを

作っていくかと、知恵の出しどころだと思っていますし、その知恵を出し、

いろいろなアイデアを出し、建設的な議論をするというのがこの委員会です

ので、とても今後のつくばの在り方に大事な委員会だと思います。私は冒頭

しか出られないのですが、全ての議事録は読ませていただきますので、ぜひ

この場所でどんどんと発言をしていただいて、いろいろな角度からこういう

のが必要なんじゃないか、こういうことが懸念されるんじゃないか、もちろ

ん予算の限界はあるんですが、様々なバックグラウンドがあるみなさんと議

論をしていくことで、新しい学校の、そして地域のモデルづくりに繋がって

いくと思いますし、谷田部から他の地域にも同じようなことが展開できるか

もしれない、そういう位置付けでいますので、みなさんの議事録を読ませて

いただくのをとても楽しみにしていますので、ぜひ忌憚ないご意見を出して

いただければと思いますし、硬い雰囲気に会議がなるかもしれませんが、和

やかな雰囲気でみなさん過ごしてもらえればなということで、よろしくお願

いいたします。 

３ 委員紹介 
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４ 委員長の選出及び職務代理者の指名 

５ 議事 

委員長：本日の議事としましては、お手元の(1)から(3)まででございます。１

点目は、谷田部小学校外基本構想の検討状況、２点目は、全体スケジュール

及び策定委員会の進め方、それから３点目が、アンケート及びヒアリングの

内容となっております。本日は初めての会議ということでもございますの

で、全体を把握するためにも、まず事務局から、(1)から(3)につきまして一

括してご説明をいただきたいと思います。そのあと、委員の皆様から１件ず

つご意見を頂戴したいと思っております。最終的に皆様から改めて総括的な

意見がありましたら補足をいただいて、終了というふうに考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。それでは事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局説明 

 

(1) 谷田部小学校外基本構想の検討状況 

委員長：これから質疑・意見交換に移りたいと思いますが、まず１点目から進

めて参りたいと思います。もちろん、多少先に進んだり、あるいは前に戻っ

たりということがあっても差し支えありませんが、一応(1)(2)(3)の順で進め

て参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまず(1)、

ここが一番大きい話と思いますが、資料１の谷田部小学校外基本構想の検討

状況について意見交換して参りたいと思います。具体的にご不明な点や確認

しておきたい点等を自由に挙手いただいて、指名に沿ってご意見頂戴できれ

ばというふうに思っております。いかがでしょうか。 

大越委員：資料１の「１ 計画地の概要」のところに関すると思うのですが、

このエリアの近くに谷田川がありまして、谷田川に関連しての災害的なリス
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クがあるエリアなのかどうか、というのが資料からは分からなかったので、

補足いただければと思います。 

事務局（公共資産利活用推進課）：浸水想定区域について、簡単にご説明させ

ていただければと思います。こちらの地図を見ながらご説明させていただけ

ればと思いますが、やはり浸水想定区域ですので、谷田川沿いのところにな

りまして、こちらの市民ホールの部分と隣の駐車場になっていますふれあい

広場、それと北側にあります交流センターの部分と、東谷田川団地、そのあ

たりが浸水想定区域となっています。あと、川の反対側になりますが、野球

場であったり、多目的広場、その辺りも浸水想定区域になっております。 

大越委員：そうしますと、この資料１の拡大図で赤で囲ってある谷田部小学校

の計画エリアのところには、かかってはいないということでよろしいですか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：対象区域として赤囲みになっている部分と、

体育館が建っている部分は、浸水想定区域の対象外となっております。 

委員長：国道 354 から来ると、すごく急に坂が下ってくるので、全部低いのか

なという感じもいたしますが、ありがとうございます。 

海野原委員：基本構想の中で、市民ホールやたべと総合体育館の機能を複合施

設に移転させるというもので話があったのですが、令和 14 年度以降に、こち

らを解体する見込みがあるのですか。もし解体するとしたら、ここの跡地の

活用計画などはありますか。 

事務局（スポーツ施設課）：現在の谷田部総合体育館、小学校の方に集積化す

るという予定で進める形になるかと思いますが、現在の体育館の解体の予定

というものはまだ決まっておりません。ただ、令和 14 年に小学校と体育館が

同時にオープンした後で、多少、時期は被って利用しつつ、解体の予定に入

るのかなという想定はしております。 

事務局（地域支援課）：市民ホールやたべも同じく、新施設、複合施設に集積

化になりましたら、その後、解体するような意向を持っております。 
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海野原委員：ありがとうございます。現時点では、まだ解体の予定のままで、

跡地の計画については未定ということですか。 

事務局（地域支援課）：はい、おっしゃるとおりです。 

稲葉委員：資料１の２ページ目の３の(3)のところを確認させてください。市民

ホールやたべの１階に市民部管轄の施設として、谷田部窓口センターが入っ

ているのですが、集積する機能の中に窓口センター機能が記載ないというと

ころで、これは集積の機能としては設けないということなのか、記載漏れな

のか、というところを確認させてください。 

事務局（教育施設課）：こちら記載が漏れており、市民窓口機能も集積と考え

ております。 

委員長：どこかに入れていただければと思います。一応、改めて確認ですけれ

ども、今ご指摘のあった２ページ目の(3)のところ、現在の①ですと谷田部小

学校に限らず一般的に小学校に置くべきものとしてこういうものがあると、

それから②の方が市民ホールやたべを念頭に置いた文化施設として、こうい

うものが、それから③が体育館にこういうものがあると、④としてその他の

ものがあるということで、今のご指摘にあったとおり、窓口センターという

のも現状としてはあるということで、それをどういう形で集積していくのか

ということが、この会議の一番の大事な点になろうかと思います。 

稲葉委員：浸水想定区域というところが市民交流センターの方にも該当してい

ますというお話だったかと思います。この追加機能としては、集積機能とし

て、国道 354 を挟んだ反対側に市民交流センター、歴史民俗資料館や保健セ

ンターという施設があるのですが、それらは一体的には考えないということ

なのかどうか、確認させていただきたいと思います。 

事務局（教育施設課）：集積を考えているのは、こちらの３で示させていただ

いたところで考えています。保健センターですと、長寿命化工事等を行って、

今のところ、建物には問題がないというところもあります。今回は、集積機



 

8 
 

能を大きくすれば大きくするほど、どんどん広くなっていくのですが、敷地

の限界もございますので、こちらの３で示させていただいた内容で集積をで

きればと考えています。 

委員長：現状の交流センター等のある施設については、とりあえず現状を念頭

に置くということで、今後議論を進めるということでお願いいたします。 

雨宮委員：今日は第１回ということなので、この委員会で検討すべき事項の範

囲をお伺いしたいのですが、例えば、先ほどもお話が出ました３の(3)で集積

化を検討する機能を列挙されていますが、この機能自体をこの委員会で検討

する余地があるのか、それとも、ここで挙げられている機能について検討す

るのか、というところを教えていただきたいと思います。例えば、ここには

現状で提供されている機能が盛り込まれているわけですが、現状提供されて

いない機能というのはここには入っていない。例えば、福祉的な観点で居場

所づくりとか、そういった観点は、これには入っていないような気がするの

ですけども。この項目自体を検討する余地があるのか、というのを教えてく

ださい。 

事務局（教育施設課）：委員がおっしゃられたとおり、こちらの機能をまず最

初に考えていきます。その他必要な機能というのも視野に入れて、集積化を

図っていければと思っています。 

雨宮委員：わかりました。新しい機能を入れる余地はあるということですね。

関連してもう１つですが、市民意見の反映というところを、現状だとアンケ

ートの対象が児童、保護者、施設利用者ということで、現状で使っている人

だけにアンケートをとる形だと思います。パブリックコメントという形で全

市民へ意見を伺うと思うのですが、アンケートという形では、積極的に新し

い利用者層の意見を取り入れるような形になっていないですね。その辺も変

更する余地はありますでしょうか。 

事務局（教育施設課）：現在の案としましては、まずはお使いになっている方
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々に聞く。それをもとに、この中でどんな施設が必要かというところを議論

していって、最後のパブリックコメントにかける、というような形で、委員

がおっしゃられるように最初に全体に聞きたいのですが、まずは谷田部地区

の、学校を軸とした建物ということから、こちらをお使いいただいている方

の意見をなるべく反映できればなというふうに考えています。 

雨宮委員：「まずは」というところでは賛成なのですが、現状の施設利用者を

前提にしてしまうと、先ほど言った新しい機能、現状では提供されていない

が、今後提供されることが期待される機能の受益者の意見というのは拾えな

いように思うので、アンケートやヒアリングは、ある程度コンセプトが明確

になった段階で、その当事者、関係する人たちに対しての意見を伺うという

のを、１回だけでやるのではなくて何回もやる、アンケートなどでは難しい

かもしれませんが、新しい機能に対応する人たちの意見を適宜伺う機会とい

うのは、複数回設けることが良いと思います。 

事務局（教育施設課）：今後そういったものを検討しながら進めていければと

思っております。 

委員長：資料の３はとりあえず当面行うアンケートやヒアリングということで

すので、全体的にまた、この委員会の進行に合わせて、煮詰まってきて、ど

うするかということは考える余地があるかと思います。同様に、最初の質問

でありましたようなことについても、どんな機能がそもそもあるのかという

ことの確認もできるかと思います。その意味でも、今回の会議で、この後、

ご発言の中で、こんなこともしてみたいとか、できる可能性はあるんじゃな

いかとか、ご自由に出していただいて、それが実現するかどうかは、第２回

以降になろうかと思いますが、とりあえずのご意見をぜひ、この後も引き続

き頂戴できればと思っております。 

荒井委員：これを読むと、学校と市民の一体となって活用するということなん

ですが、例えば、学生さんたちが使っている間は市民が利用できない、その
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あたりは区画を分けるのか、それとも時間で分けるのか、そのあたりはどう

なっているか。 

事務局（教育施設課）：現状としましては、まだ、先ほどあった区画で分ける

か、時間でわけるかというのを明確にまだ決まっているものではなく、これ

から、アンケートなどを踏まえて、課題を洗い出して、どういう方向性で整

理をするのかといった方針をもとに、施設の配置や規模を勘案して、その中

で議論できればなと思っております。 

荒井委員：ニュースでもあるのですが、一般の方と接するとすごい抵抗がある

保護者の方もいると思うので、そのあたりもぜひ検討いただきたいです。 

事務局（教育施設課）：今までの学校というのはどちらかというと閉鎖的なも

のだったと思うので、今回、「地域に開かれた場所」といったところで、チ

ャレンジ的な部分もあるかと思いますが、皆様からいろいろなご意見を頂戴

できればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

委員長：この件も、配置を考えるというのがこの委員会のミッションではある

のですが、実際にできあがって、誰がいつ使うのか、そもそもこの検討のも

とが児童数が増えているということですので、特別教室、あるいは体育館等

も使う人数も当然増えているということになるので、そこでもう埋まってし

まったら、共用といっても、実際に使えない共用では、意味がないというこ

とになるので、それによって広さなり数なりというのも考えると、そこがま

た配置計画にも関わってくるかと思いますので、その辺りについても、現状

やご意見等頂戴できればと思います。 

若柳委員：先ほどこういう構想で全体配置を考えていますというイメージがあ

ったのですが、それを出していただけますか。青色のところが、おそらく皆

様で共用して活用する、その中に体育施設が入っていて、学校のお子さんた

ちも活用するというのをイメージしてらっしゃるかと思います。特別教室棟

というのがあって、普通教室棟が、南北に長いようにレイアウトされている
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のですけども、敷地の道路側のゆとりといいますか、エリアを分けたときに、

その前の空地が、いろいろな立場の方が来たときに、どんなふうにアクセス

して、僕はこっち、僕はこっち、というように分けていく、そういう緩衝地

帯が欲しいな、というのが一つあります。それから、普通教室棟が南北に長

いと、どうしても分棟型とかにして、校舎も作るみたいなイメージになって

しまうので、今駐車場で使われていると思われる西側の土地に、少し南北に

伸ばすことができるのではないかというふうに思います。もう一つ、すぐ施

設があるのではなく、少し広場的なところをとっていただいて、自分が行き

たい時間、自分が行きたい場所へアクセスをしやすいようなゆとりが欲しい

な、というところでございます。 

事務局（教育施設課）：この配置イメージはあくまでイメージで、これで確定

しているわけではございませんので、今おっしゃられたような意見も踏まえ

ながら、第２回である程度の配置イメージというのをお示しできればと思い

ます。 

長塚委員：資料の１の拡大の中の谷田部庁舎跡地、結局、この白地になってい

るところに、学校施設と総合的な複合施設を作ろうという計画が基本構想の

大前提なのですよね。多分、市長が申したように、長寿命化の計画を進める

よりは、建て替えたほうが将来的にトータルコストが下がる、これが一番大

事なところだと私も認識はしています。認識はしていますけれども、あまり

にも、そのイメージの中での建物の配置がやはり窮屈かな、というところは

あるのだろうなと思います。設計によって、そういうところも多分に変えら

れるということはあろうかと思うのですけれど、そうは申しましても、この

施設を使う方々の移動手段はほぼほぼ車が多いと思います。その車をどこに

置くのだとなれば、将来的に考えれば、この市民ホールやたべのところを駐

車場に利用するのだろうな、というふうにはイメージはできます。必ず、そ

うしますと、車を降りて道路を渡るということが必要です。昼間は交通量あ
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まりないほうですが、信号機付きの横断歩道を渡るということがまず必要に

なると思います。施設の使い方とすると、いつも、駐車場を道路を渡って使

うというのが非常に何となくイメージとすると、億劫なものになるのかな、

というふうに考えてしまうのですけれども。逆に言うと、西側の余白の部分

をどう使うかというのも、今後大きな課題として考えていただきたい。そこ

は、もしかすると、仮校舎作るスペースとして考えてらっしゃるということ

もあるでしょうけど。それと、教職員さんの駐車場も南側に多分来るのだと

思います。グラウンドの南側にですね。でもやはり、逆に言えばグラウンド

の南側から複合施設に行く距離の方が長くなるので、その辺の使い勝手も考

慮していただくような設計が必要になるのだろうなというふうに思います。 

事務局（教育施設課）：そういったいろいろな皆様からのご意見を反映しなが

ら、よいものが作れるように議論を深めていきたいと思っております。 

委員長：当然のことながら、現在の谷田部小の校舎自体は、壊してから作るわ

けにはいかないので、空いているところに新しい建物を建てて、その後に今

の校舎を壊していくという位置付けになるので、たくさん土地があるようで

も、今ご意見あったような駐車場や動線も含めて考えると、それほど広い土

地でもないという、そういうことも考えなければいけないかなと思います。 

海野原委員：今回の新校舎及び複合施設の運用の耐久年数について、どれぐら

いでお考えですか。 

事務局（教育施設課）：学校ですと、長寿命化計画の中では、耐用年数を 80 年

と見込んでおります。これは建物の構造にもよりますが、鉄筋コンクリート

造で 80 年、鉄骨造ですと 60 年、そういった耐用年数の目安はございます。 

海野原委員：今回、新しく新校舎と複合施設を新設ということで、老朽化とも

う１つ、生徒数の増加によるキャパの限界があるということで、おそらく数

十年後また同じ問題にぶつかる可能性は十分あると思います。その場合、今

回用意する予定の土地で、さらなる拡張性はあるのかというところをお聞き
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したいです。 

委員長：同じ問題というのはどちらですか。もっと増えるということなのか、

減っていくということなのか。 

海野原委員：増える方です。減る方は、多分、空き教室はいくらでも活用でき

るかと思うのですが、ただ増えた場合、現在想定している数を超えて、クラ

スあるいは校舎を新しく増設しなくてはいけなくなった場合、建物拡張性が

保証されているかどうかという、土地の面積的な問題です。 

事務局（学務課）：日本全国的にも少子化というものが進んでおります。谷田

部地区につきましては、今いらっしゃる方が多くて、谷田部小学校も増えて

いくというところではございますが、今後の児童数、人口推計、確認してお

りまして、毎年度児童推計行っているのですけども、現状としましては、先

ほど画面では示しました、令和 14 年度というのが一つピークになります。今

後はやはり、日本全国的にそういった状況でございますので、少しずつ下が

っていくのかな、というところは考えております。もちろん、毎年度、建築

の状況、陣場の方もすごく発展しておりますが、これから先もずっと右肩上

がりというところは、なかなか考えにくいところではあるのかなというふう

に考えております。 

事務局（教育施設課）：先ほどの児童推計で令和 14 年といったところのピーク

を考慮してというところですけども、児童数が減ったからといって建物をす

ぐに取り壊すことはございませんので、児童数が減っていくところも見越し

た形で、減っていった時でも利活用しやすいような配置計画も考慮していけ

ればなと思います。 

若柳委員：谷田部小学校を基準にして、市民ホールと体育館等を統合していく

という流れの中で、地域として、みどりの地域も、今現状、体育館や劇場と

かホールはないんですよね。それが発展的にもしかしたら、後々からできる

のかもしれないですが、今の段階では、その地域とも共有する必要があるの
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ではないか、という印象があります。みんなの食堂とかをしていても、やは

りみどりのの方もお見えになったり、お祭りの時も、みどりのにはお祭りが

ないので、こちらで一緒に参加をさせてくださいとか、みどりのにお祭りを

持ってきてくださいとか、今はまだ、交流をしている状況にありますので、

例えば、アンケートの配布についても、もしかしたら当面の間は、みどりの

の方たちもここを活用するのではないかという可能性があるので、可能でし

たら、エリアを広げていただけたらというふうに思います。 

教育局（教育施設課）：アンケートについては、今日いただいたご意見に対し

て、庁内でも可能な限りの対策、対応を検討していければなと思っています。 

委員長：特に複合施設になったときに、谷田部地域のものなのか、今お話あっ

たような、もう少し広い範囲なのか、そもそももっと広く、市民全体が利用

可能なものとするか、その辺をどこで想定するかということで、地域センタ

ーがなまじあるがゆえに、それの地区とはまた少し意味合いが違う可能性も

ありますので、その辺をもう少し検討する必要があるのかなと思います。 

渡辺（峰）委員：１点確認ですが、既存の市民ホールと総合体育館は令和 14 年

の３月いっぱいまで利用できるということですか。 

事務局（スポーツ施設課）：令和 14 年度にすぐ解体というような予定では考え

ていないです。そして、被らせてもいいのではないかというふうに、前段階

といいますか、昨年度もそんな話はしていました。いつ解体するかという予

定は決まっていないので、まとまっていないとこではあるのですけども、で

きたからすぐ解体というような、そういった方向性では考えていない、その

ような形です。 

渡辺（峰）委員：しばらく併用して利用していくという形になりますか。 

事務局（スポーツ施設課）：はい。そのようなつもりでいます。 

荒井委員：駐車場について、個人的にここを解体して駐車場にするのかなと思

っていたのですが、市民の方はどこに車をとめてこれを利用するという想定
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ですか。 

事務局（教育施設課）：今回の計画地の中では、まだ施設配置計画が決まって

いないため、これから詰めていくのですが、現状、市民ホールやたべと総合

体育館の間に駐車スペースがございますので、当面こちらを使うことが想定

されると思います。 

委員長：防災機能は、現状とそれから今後の見通し等をどのように考えてらっ

しゃるのかだけ、簡単にご説明いただければと思います。 

事務局（教育施設課）：現状率直に申し上げますと、まだ検討始めたばかりと

いうところで、防災機能に関して、どうしていくかというところはまだ決ま

ってはおりません。庁内に危機管理課という部署がございますので、第２回

の策定委員会に向けて、施設、規模、配置などの検討を進めていく中で、調

整しながら進めていければと思っております。 

委員長：今、谷田部小とこちらの体育館、避難所等はどういった位置付けにな

っていますか。 

事務局（教育施設課）：小学校につきましては、指定避難所になっております。

今回の複合化で、学校の体育館と総合体育館というのが、複合化という形に

なりますので、そういった避難所の位置付けなども、どうしていくかという

のもこの基本構想の中で、考えて決めていければなと思っております。 

事務部（スポーツ施設課）：現状の谷田部総合体育館については、指定避難所

には指定されていないような状態になっています。 

委員長：他いかがでしょうか。もしよろしければ、ここで(1)については終わり

にしたいと思います。関連することであったり、あるいは思いつくようなこ

とがありましたら、戻っていただいて結構です。 

 

(2) 全体スケジュール及び策定委員会の進め方 

委員長：続いて、(2)全体スケジュール及び策定委員会の進め方、資料２につい
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て、同様にご質問、ご意見等を頂戴できればと思います。 

塚本委員：全体スケジュールの中で２つお願いがございまして、１つは、グラ

ウンドの利用です。現場を預かるものとして、グラウンドがいつまで使えな

いのか、グラウンド整備が令和 14 年度以降も入るということになっているの

で、こどもたちにとっては結構大きな問題でして。また、現状の谷田部小学

校も、今後プレハブを増築する関係もあって、それがグラウンドに建つ予定

になっておりまして。そうすると、結構長い間、こどもたちがグラウンドを

使えない状態が６年ぐらい続いてしまうのかなというような気がしておりま

す。この辺り、どんな感じなのかなということです。もう１つは、校舎の完

成のタイミングですが、香取台の例で言いますと、２月に市の方へ校舎が引

き渡しになりまして、その後、備品の搬入や引っ越し、年度末に重なったん

です。先生方も、年度末の業務が忙しい中での引っ越し作業ということで、

結構大変な思いをしたというところがございます。校舎完成のタイミングと

いうのは、現場にとってはとっても大きな問題でして、できればこれが１月

２月とかではなくて、10 月、11 月に完成をして引き渡しという形になってい

ただけると、余裕を持って引っ越し準備の方をできるかなというような感想

を今までの経験上感じておりましたので、全てが決まってからだと、なかな

かそこから変更するのは難しいと思いますので、今のうちにお願いという形

でお伝えしておこうと思いました。 

事務局（教育施設課）：今回、基本構想という策定段階ではございます。通常

ですと、建物の設計をして、工事をというのが通例でしたけれども、今回は、

設計の前に基本構想をこれから約１年かけて作っていきます。その中で、今

おっしゃっていただいたようなグラウンドの利用や完成のタイミング、現時

点での工事期間は３年間ということで想定しているのですが、建物の規模な

どが決まってくると、ある程度見えてくるかなと思っておりますので、その

タイミングで、なるべく学校側へ負担のかからないようにというところは当
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然配慮して進めていければなと思います。谷田部小学校の先生の皆様には、

仮設校舎であったり、グラウンドの利用問題など、今後、個別にご相談する

機会というのは増えてくるかなと思いますので、是非ともご協力いただけれ

ばなと思います。 

宮崎委員：庁内ワーキンググループでの検討というところが書いてあるのです

が、職員の皆さん方のワークキンググループの検討と、策定委員会との位置

付けは、どのようなふうに進めていくのか、教えてください。 

事務局（公共資産利活用推進課）：庁内ワーキンググループにつきましては、

策定委員会に諮る資料を庁内で事前に調整させていただいて、資料を作って、

策定委員会に諮るというような位置付け、役割分担という形を想定しており

ます。 

宮崎委員：原案を作るというそういう位置付けでよろしいですかね。 

事務局（公共資産利活用推進課）：本来は、学校を作るということであれば、

教育局や教育施設課といった担当課があるわけですけども、今回は複合施設

ということで、幅広い部署に課題が及びます。そのために、庁内横断的に作

業ができるような体制として作っているのが、ワーキンググループというこ

とになりますので、何かこれまで、策定委員会に諮る前の作業として、何か

特別なことをやるというよりは、庁内で、よく横の調整をしながら作業がで

きるようにというような体制をとって、庁内でよく調整されたものが、こう

いった場に提出されるようにという、そういうための役割を担っています。 

委員長：意見聴取の仕方や、その考え方について、何かご意見等ありますでし

ょうか。例えば、教育振興基本計画の時でも、こどもの意見を聞くというの

が、こども基本法等の中でも、なるべく児童の意見表明権っていう観点から

もあって、今回アンケートということでされるのですけれども、特に今言っ

たような話、どうしても、複合化の話が中心になるのですが、学校自体をど

んな学校にしたいのかとか、そういう教室とか、グラウンドとか、あるいは
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それに関わる遊び場とか、そういうことについても、設計の時に一緒に意見

を聞いたりとかですね、建築のご専門の方で、そういうのに詳しい方がワー

クショップを開いたりという事例もあるようですので、そんなことも、もし

かしたらできるのかなということもあります。あるいは、地域の方からも意

見を聞く場であったり、そういうこともあるのかなと思うので、その辺がこ

の計画だとどこに入るのか、あるいは、もしかしたらこの外側で、この策定

委員会の後に、またやるのかとかですね、何かそういうビジョンとか、お考

えとかありますでしょうか。特段なければそういうこともあるということで、

引き続きご検討いただければと思います。 

事務局（教育施設課）：今いただいた意見、先ほどの庁内ワーキンググループ

といったところ、庁内での体制がありますので、先ほど出た意見をワーキン

ググループの中で検討させていただきまして、可能な限りというところでは

あるのですけれど、検討させていただきたいなと思っております。 

若柳委員：基本構想の中で、例えば、エリアとか、工事のしやすさ、こどもた

ちの学校の生活のしやすさみたいなものを配慮しながらまとめていくのだと

思うのですけれども、見せていただいたイメージの中に、南側が歴史の広場

みたいな絵が描いてあったかと思います。谷田部地区が、埋蔵文化財として

は、貴重な文化財があるのかどうか、そういうのを調べるタイミングも、こ

ういうスケジュールの中で考えていただく方が、後で楽かなと思います。 

事務局（教育施設課）：先ほどスクリーンでお見せした配置イメージというと

ころですけれども、敷地の南側が、文化財包蔵地となっております。この辺

りも今後の配置計画の中で、敷地の整備、そういったところも併せて、ご説

明できるようにしていきたいなと思います。 

長塚委員：何となくイメージできにくいというか、余白が余りにもないスペー

スなのだろうなというところが、どうしても気になりまして。逆に言えば、

建蔽率 60％、容積率 200％を守りながら余白を作るとなると、上に行くしか
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ないと思うんですけど、上の限界はどの辺なんですか。通常、学校校舎は、

いいとこ３階ぐらいかなと思いますが、４階になったり、５階になったり、

６階になったり、この限度ってどの辺で考えればいいのかと思いまして。 

事務局（教育施設課）：建築的な目線になるかなと思うのですが、例えば、第

一種低層住居地域ですと、絶対高さ 10 メートルというものがあるんですが、

今回の場所は、絶対高さの制限はございませんので、あとは斜線制限といっ

たところの建築の兼ね合いにはなってくると思います。学校の校舎、規模感

的なところでいうと、おそらく４階建てにはなってくるんではないかなと想

定はしております。今回の敷地は限られており、特殊な敷地形状もしている

かなと思います。限られた敷地の中で、どう複合化していくのか、そういっ

たところが今回の基本構想で重点的なポイントになってくるかなと思いま

す。第２回である程度ボリュームなんかも出せるとは思います。 

委員長：全部４階にするのか、また、特別教室、複合施設は別なのかとか、い

ろいろバリエーションがあると思います。実際、児童数に応じて必要面積を

算出していくってことが、具体的な作業としてはあるかと思いますし、それ

をこの委員会でやるのかどうかというのも、議論の元になるのかなと考えて

おります。 

雨宮委員：これは希望なのですが、業務委託でコンサルタントが関わられてい

るということなので、次回以降、小学校と公共施設を複合的に作ったという

事例が全国的にあると思いますので、先進事例の勉強会みたいな形で、策定

委員会、そんな長い時間取らなくても構わないのですけども、ご紹介いただ

けると議論の幅が広がって良いんじゃないかと思います。 

事務局（教育施設課）：今回の基本構想の中でも、先進事例の収集といったと

ころも当然必要な部分ですので、策定委員会にも資料を提示していきたいな

と思います。 
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(3) アンケート及びヒアリングの内容 

委員長：それでは時間の関係もありますので、最後(3)に行きたいと思います。

アンケート及びヒアリングの内容ということです。欠席の梅本委員からご意

見がありましたので、事務局で読んでいただけますか。 

事務局（教育施設課）：バリアフリー対策当事者やその関係者の声を聞く方法

について、「バリアフリー対策当事者に対しては、ヒアリングを計画されて

いますが、アンケートにもあって良いのではないでしょうか。少数だとは思

いますが、貴重な声をとらえることができるかもしれません。特に、市民ホ

ールや体育館利用者向けアンケートです。例えば、４の利用目的・人数の中

に、障害者の方の利用有無の選択肢を入れるなどが考えられます。」という

内容です。続きまして、児童・保護者向けアンケートについて、「２のどん

な谷田部小学校だったらうれしいですか、について、児童向けのアンケート

において、一番上に１のしずかに、ゆっくりできる場所がほしい、という選

択肢が入っていることに若干の違和感を感じました。４の自分の好きなこと

に集中できる場所がほしい、の後でもよいのではないかと感じました。」と

いう内容です。最後に全体アンケートについて、「谷田部地区には、外国人

の方も一定数、居住されていると思うのですが、アンケートの他言語の対応

は必要ないでしょうか。」という内容です。 

委員長：梅本委員からこのような意見をお預かりしております。それでは委員

の皆様から、同様にご意見ご質問等いただきたいと思います。資料３の別紙

の内容もそうですし、別紙１、２も含めて一括して、ご質問、ご意見等をお

願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

荒井委員：資料１の３(3)のところですけど、これは１つの要望なのですが、学

生たちの自習室がなかったり、ちょっと少ないかなと思うので、例えば、こ

の視聴覚室とか、そういうところを日曜日とかに自習室とかに開放してあげ

て、受験生とか、小学生で親が共働きの方とか、そういう人を預けられると
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いうか、そういうところで、機能としても追加検討いただければと、あと日

曜日の利用というところですね。それとともに可能であれば、コンビニエン

スとかないので、お弁当を持ってきていない学生とかも、ちょっと歩けばフ

ァミリーマートあるのですが、例えば、コンビニの誘致とか、日曜日学生が

使ったときに食事をするところとか、そういうふうにすると賑わってくるか

と思います。 

委員長：そういうご意見もアンケートの中に反映できればと思います。 

海野原委員：児童・保護者向けアンケートで、今回の基本構想、複合施設で市

民の利用も前提で、生徒と市民が共同で使う部分を設けるというところで、

静かにゆっくりできる場所がほしいというのが、目的とか目指すものから少

しずれているような印象があります。ここはやはり項目としては必要な形と

して残しておくということですか。 

事務局（教育施設課）：今回の児童・保護者向けのアンケート調査では、いき

なり複合化というよりは、今の学校校舎を建て替えるということになります

ので、現状の学校としての使い方といったところを聞きまして、次のステッ

プとしては、ヒアリングということを想定しております。どういう学校を希

望しているかという考えをまず引き出すといったところを今回のアンケート

の趣旨にしております。 

若柳委員：児童・保護者向けアンケートで、どんな小学校だったらうれしいで

すかって問いかけはとても良いと思うんですね。逆に、今の学校で困ってい

ることは何ですかみたいな、こういうのがほしいとかの逆バージョンの発想

で、困っていること、ここはこうしたら良いな、こうでないほうが良いな、

という意見も吸い上げてもらえると良いかなと思います。それから、どんな

小学校だったらうれしいですかの項目の中に、例えば、学校給食を食べると

か、学校は食の教育の場でもあると思うので、食べるということをテーマに

した何か添え書きもあったら嬉しいかなと思います。 
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委員長：ご検討いただければと思います。 

錦織委員：バリアフリー対策当事者向けにもアンケート及びヒアリングを行う

と書いてあるので、大丈夫だと思うのですけども、本来ならば居住地の谷田

部小学校に通学するはずな、支援学校に在籍する身体障害、知的障害の子も

多くいます。通学は難しいが、居住地校の谷田部小学生で交流というものが

年に2回から3回程度行われます。その方たちにもこのアンケートが行き渡る

と別な課題や困りごとに気がつけると思います。 

委員長：こちらにつきましても、よろしくお願いいたします。 

事務局（教育施設課）：その点確認させていただきまして、何かできるような

形で、調整は進めていけたらと思います。 

委員長：学校のアンケートは特に、いずれもそうですけど、９月 10 月までそん

なに時間がないので、塚本委員や学校の方でも、やりやすさも含めてご検討

いただいて、全体につきましても、この後も意見等ありましたら直接事務局

の方にお寄せいただければと思います。時間もありますので、全体を通して

何か追加でご意見等いただければと思いますが、特に、指名で恐縮ですけど、

市民委員の白木委員と渡辺委員からご感想も含めて、一言ずつ頂戴できれば

と思いますが、その前に他の委員から何か追加の意見等ありますでしょうか。

よろしいですか。それでは、白木委員からお願いいたします。 

白木委員：貴重なご意見が聞けて良かったなと思います。グラウンドのところ

も、竹園東小で校舎が増えたことで、グラウンドがすごく狭くなって、遊ぶ

場所も学年ごととかクラスごとに交代制になっていて、遊ぶ場所がないって

いうのもこどもの中でも不満になっています。隣に近隣公園があるので、先

生たちが週に１回くらい近隣公園まで連れて行って、遊びに行くことができ

るのですけども、グラウンドが使えない期間も、他に遊びに行ける場所があ

るのかなと思いました。 

渡辺（史）委員：今日は貴重な機会に参加させていただきまして、ありがとう
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ございました。いろいろなお話をお伺いして、やはり児童・保護者向けアン

ケートのところですとか、どんな学校になったらうれしいですかって、こど

もたちに聞いてもらえるっていうのは、すごく自分たちで地域を作っていく

んだっていうふうな意識ができるのかなと思って、すごく良いなと思いまし

た。こういう場所がほしいって、多分、カウンセリングルームとか、展示室

とか、そういう何かその先を想定して、これを作られているのかなっていう

のも、すごく意図が読めて、自然と触れ合える場所をどうやって学校に作っ

ていくんだろうとか、すごく興味がわいたので、またそういったところも教

えていただけたらなと思いました。 

委員長：事務局におかれましては、大変いい意味で活発な意見がありましたの

で、次の策定委員会への資料にしていただくとともに、うまくまとめて反映

していただければというふうに思っております。それでは、特になければ以

上とさせていただいて、最後に事務局に進行を返したいと思います。 

６ その他 

事務局（教育施設課）：次回の開催は 11 月ごろを予定しておりますが、詳細が

決まり次第ご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

７ 閉会 

 



第１回谷田部小学校外基本構想策定委員会 

次第 

 

日時：令和７年８月 28 日（木）10 時 00 分～ 

場所：市民ホールやたべ２階 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 委員長の選出及び職務代理者の指名 

 

５ 議事 

(1) 谷田部小学校外基本構想の検討状況      【資料１】 

(2) 全体スケジュール及び策定委員会の進め方   【資料２】 

(3) アンケート及びヒアリングの内容       【資料３】 

 

６ その他 

 

７ 閉会 



 

谷田部小学校外基本構想策定委員会 委員名簿 

No. 氏名 選任区分 所属 

１ 塚本 明 学校関係者 谷田部小学校校長 

２ 錦織 かおる 学校関係者 谷田部小学校ＰＴＡ 

３ 宮崎 栄二 地域代表者 第二小白硲区長 

４ 長塚 俊宏 地域代表者 内町第十区長 

５ 若栁 綾子 地域代表者 谷田部活性化協議会 

６ 樋口 直宏 学識経験者 筑波大学 

７ 雨宮 護 学識経験者 筑波大学 

８ 梅本 舞子 学識経験者 筑波技術大学 

９ 渡辺 峰子 市議会議員 つくば市議会 

10 荒井 晴明 市民 ― 

11 海野原 友都 市民 ― 

12 白木 碧 市民 ― 

13 渡辺 史織 市民 ― 

14 大越 勝之 行政 つくば市財務部長 

15 稲葉 清隆 行政 つくば市市民部長 

16 鈴木 加代子 行政 つくば市保健部長 

17 久保田 靖彦 行政 つくば市教育局長 
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谷田部小学校外基本構想の検討状況 

 

１ 計画地の概要 

 (1) 所在地：つくば市谷田部 4741-1 ほか（旧谷田部庁舎跡地及び谷田部小学校） 

 (2) 敷地面積：約 37,000 ㎡ 

 (3) 都市計画：市街化区域（第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域）、 

建蔽率 60％、容積率 200％ 
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２ 検討状況 

  谷田部小学校については、児童数の増加に伴い、教室等の不足が見込まれていま

すが、建築後約 50 年経過していることや学校敷地の問題から、増築では対応が難

しく、ユニバーサルデザイン等の配慮からも、児童数がピークとなる令和 14 年度

当初までに建替える必要がありました。 

また、谷田部小学校周辺の公共施設については、施設の老朽化が進み、建替えや

長寿命化改修等の検討を施設ごとに行っていました。 

令和６年度からは、庁内関連部署により、増築や長寿命化改修による対応と、学

校及び周辺施設を集積化して新たに校舎と複合施設を建設する対応を比較検討し、

地元区長、活性化協議会、谷田部小学校校長及びＰＴＡ役員による意見交換会を実

施して、検討を重ねました。 

その結果、旧谷田部庁舎跡地と学校敷地を一体的に利用して、「学校を軸に公共施設

を集積化した、地域に開かれた場」を目指し、小学校の校舎建替えと、学校体育館及

び周辺公共施設を集積し複合施設とする基本構想を策定することとしました。 

 

 ３ 基本構想の概要 

(1) 目的 

  地域に開かれた学校のあり方、学校を軸に公共施設を集積化・複合化した適正配

置の考え方を示すことを目的に基本構想を策定します。 

 

(2) 基本構想の方向性 

   現在各施設が有している機能を前提としつつも、重複する機能を少なくするこ

とで、施設の規模を最小限に抑え、利用率を高めるとともに、集積することによ

って、多目的、かつ、多機能な施設を目指していきます。 

基本構想では、小学校の校舎建替えと複合施設の建設について、施設の在り方、

機能、規模等の方向性を示し、施設の配置計画等を明確にしていきます。 

 

(3) 基本構想で集積化を検討する機能 

  ① 教育施設機能 

    普通教室、特別教室（理科室、家庭科室、音楽室、図書室等）、体育館 

  ② 文化施設機能 

    ホール、会議室、研修室、和室、視聴覚室、調理室 

  ③ 体育施設機能 

    アリーナ、柔剣道場、卓球場、弓道場、トレーニングルーム、会議室 

  ④ その他 

    駐車場、バスロータリー、防災機能等 
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 (4) 市民意見の反映 

児童・保護者、施設利用者、地域住民、バリアフリー対策の当事者等多様な利

用主体の意見を基本構想に反映させる。 

  【実施方法】 

① 児童・保護者、施設利用者を対象としたアンケート実施 

② 学校関係者、施設利用者、地域住民、バリアフリー対策当事者へのヒアリング実施 

③ パブリックコメントによる全市民からの意見募集実施 

 

４ 基本構想策定委員会の役割 

 「地域に開かれた学校のあり方」のほか、「学校を軸とした公共施設の集積化」など、

様々な要素を広く含めた検討が必要であり、地域の声を代表する市民のほか、教育関

係者、まちづくり、バリアフリー対策の専門家など、幅広い方から意見を聞くために

本策定委員会を設置しました。 

 

５ 検討体制 

 (1) 本策定委員会 

   学識経験者、学校関係者、地域代表者、市議会議員、市民、市職員で構成 

 

(2) 庁内ワーキンググループ 

   教育施設課、学び推進課、学務課、スポーツ施設課、地域支援課、こども育成課、

公共施設整備課、周辺市街地振興課、公共資産利活用推進課の職員で構成   

 

 (3) 業務委託 

策定委員会運営支援、基本構想策定を業務委託 



【資料２】 

全体スケジュール及び策定委員会の進め方 

 

１ 全体スケジュール 

  令和７～８年度：基本構想策定、大規模事業評価 

  令和９～10年度：基本設計・実施設計 

  令和11～13年度：建設工事 

  令和14年４月 ：供用開始 

  令和14年度～ ：既存校舎解体、グラウンド整備 

 

２ 策定委員会の進め方（予定）  

開催時期 内容 

令
和
７
年
度 

８月 28 日 

【第１回策定委員会】※今回 

●谷田部小学校外基本構想の検討状況 

●全体スケジュール及び策定委員会の進め方 

●アンケート及びヒアリングの内容 

９月～10 月 
○アンケート実施・とりまとめ 

○庁内ワーキンググループでの検討 

11 月頃 

【第２回策定委員会】 

●アンケートの結果 

●課題の整理や基本方針の設定 

●必要な施設や規模、配置計画 

12 月頃 
○ヒアリング実施・とりまとめ 

○庁内ワーキンググループでの検討 

１月頃 

【第３回策定委員会】 

●ヒアリングの結果 

●基本構想の骨子案 

２月～３月 ○庁内ワーキンググループでの検討 

令
和
８
年
度 

４月頃 
【第４回策定委員会】 

●基本構想の素案 

５月頃 ○パブリックコメント 

６月 ○庁内ワーキンググループでの検討 

７月頃 

【第５回策定委員会】※最終報告 

●パブリックコメントの結果 

●基本構想の案 

７月末 ○基本構想策定 

 



【資料３】 

アンケート及びヒアリングの内容 

 

１ 目的 

  施設利用者等に対してアンケートやヒアリングを実施することで、現状の利点

や改善点、複合化に対する期待や懸念などを把握して、基本構想策定の参考とす

る。 

 

２ アンケート 

 (1) 対象者 

① 児童・保護者 

② 谷田部総合体育館利用者 

③ 市民ホールやたべ利用者 

 

 (2) 実施時期 

令和７年９月～10 月頃 

 

(3) 実施内容 

  別添の「アンケート用紙」参照 

 

 (4) 実施方法 

 ① 児童・保護者 

   学校から児童・保護者に依頼して、インターネット上で回答 

  ② 谷田部総合体育館利用者 

    窓口で用紙を配布して、インターネット上で回答 

  ③ 市民ホールやたべ利用者 

    窓口で用紙を配布して、インターネット上で回答 

 

３ ヒアリング 

 (1) 対象者 

学校関係者、地域住民、バリアフリー対策当事者、施設利用者 

 

 (2) 実施時期 

令和７年 12 月頃 

 

(3) 実施内容 

配置計画の素案ができた段階で、図面等を確認しながら意見を聴く。 
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 る時
とき

 に参考
さんこう

 にさせてもらいますので、

アンケートにご協
きょう

力
りょく

をお願
ねが

いします。 
 

１ 学年
がくねん

を教
おし

えてください。【回答者
かいとうしゃ

：児童
じ ど う

】 

１. １年
ねん

 

２. ２年
ねん

 

３. ３年
ねん

 

４. ４年
ねん

 

５. ５年
ねん

 

６. ６年
ねん

 

 

２ どんな谷田部
や た べ

小学校
しょうがっこう

だったらうれしいですか。あてはまるものすべてに◯をつ

けてください。 【回答者
かいとうしゃ

：児童
じ ど う

】 

１. しずかに、ゆっくりできる場所
ば し ょ

がほしい。 

２. 体育館
たいいくかん

のほかに、屋内
おくない

で体
からだ

を動
うご

かせる場所
ば し ょ

がほしい。 

３. 友達
ともだち

や先生
せんせい

と相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

がほしい。 

４. 自
じ

分
ぶん

の好
す

きなことに集
しゅう

中
ちゅう

できる場
ば

所
しょ

がほしい。 

５. 自然
し ぜ ん

とふれあえる場所
ば し ょ

がほしい。 

６. 地
ち

域
いき

の人
ひと

と交
こう

流
りゅう

できる場
ば

所
しょ

がほしい。 

７. 自
じ

分
ぶん

の作
さく

品
ひん

を展
てん

示
じ

できる場
ば

所
しょ

がほしい。 

８. 興
きょう

味
み

のあることについて知
し

ることができる図
と

書
しょ

室
しつ

がほしい。 

９. 放課後
ほ う か ご

に友達
ともだち

と遊
あそ

べる場所
ば し ょ

がほしい。 

10. その他
た

（                           ） 
 

３ 今
いま

の学校
がっこう

で好
す

きな場所
ば し ょ

や谷田部
や た べ

小学校
しょうがっこう

のよいところを教
おし

えてください。

【回答者
かいとうしゃ

：児童
じ ど う

】 

 
 
 
 
 

 

質問
しつもん

は裏
うら

に続
つづ

きます。→  



  別紙１ 

４ 谷田部
や た べ

小学校
しょうがっこう

の建替
た て か

えについて、重要
じゅうよう

だと思
おも

うことを３つまで選
えら

んで◯をつけ

てください。【回答者
かいとうしゃ

：保護者
ほ ご し ゃ

】 

１. 安全
あんぜん

で快適
かいてき

に過ごせる学習
がくしゅう

環境
かんきょう

（バリアフリー化
か

など）が整
ととの

った学校
がっこう

 

２. コンピュータなどの ICT設備
せ つ び

が充実した学校
がっこう

（※１） 

３. 校庭
こうてい

や体育館
たいいくかん

などの運動
うんどう

施設
し せ つ

が整
ととの

った学校
がっこう

 

４. 保護者
ほ ご し ゃ

・地域
ち い き

と学校
がっこう

が共
とも

に活動
かつどう

する場所
ば し ょ

がある学校
がっこう

 

５. 防犯
ぼうはん

対策
たいさく

が整
ととの

った学校
がっこう

 

６. 災害
さいがい

に強
つよ

く、避難所
ひ な ん じ ょ

としての機能
き の う

が整備
せ い び

された学校
がっこう

 

７. 地球
ちきゅう

環境
かんきょう

に配慮
はいりょ

した学校
がっこう

（※２） 

８. その他
た

（                          ） 

 

（※１）ICT設備
せ つ び

…コンピュータやネットワークに関連
かんれん

する技術
ぎじゅつ

・設備
せ つ び

の総称
そうしょう

 

（※２）地球
ちきゅう

環境
かんきょう

に配慮
はいりょ

…再生
さいせい

可能
か の う

エネルギー設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

や木質化
も く し つ か

など 

 

５ その他
た

、こんな谷田部
や た べ

小学校
しょうがっこう

にしたい、というご意見
い け ん

がありましたら、ご自由
じ ゆ う

にお書
か

きください。【回答者
かいとうしゃ

：児童
じ ど う

・保護者
ほ ご し ゃ

】 

【児童
じ ど う

】 

 

 

 

 

 

 

【保護者
ほ ご し ゃ

】 

 

 

 

 

 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 

 

【問い合わせ先】 

                   つくば市教育局学び推進課 

                       教育局教育施設課 

                   電話：029-883-1111（代）内線 4722 

                   メール：edc020@city.tsukuba.lg.jp 



  別紙２ 

市民ホールやたべ利用者向けアンケート 
 

 現在、つくば市では、「谷田部小学校の校舎建替え」と、「谷田部小学校の体育館、

谷田部総合体育館、市民ホールやたべ」の機能を集積した複合施設の整備を検討し

ています。 

 このアンケートは、市民の皆さまからの御意見を伺い、計画の参考にさせていた

だくためのものです。ぜひ、ご協力をお願いいたします。用紙にご記入いただくか、

QR コードからオンラインでご回答ください。 

 

オンラインでの回答は右の QR コードから 

回答期限（＊＊年＊＊月＊＊日） 

 
１ あなたの年齢を教えてください。当てはまるものに 1 つ◯をつけてください。 

１. 20 歳未満 

２. 20・30 代 

３. 40・50 代 

４. 60 代 

５. 70 代以上 

 

２ あなたの居住地を教えてください。当てはまるものに1つ◯をつけてください。 

１. 市内在住 

２. 市外在住 

 

３ 「市民ホールやたべ」を利用する際の交通手段を教えてください。当てはまる

ものに 1 つ◯をつけてください。 

１. バス 

２. 車 

３. 自転車 

４. 徒歩 

５. その他（        ） 

 

４ 「市民ホールやたべ」で普段利用している施設（利用場所）、利用目的、利用人

数を教えてください。施設（利用場所）は当てはまるものに◯を、利用目的は何

を行っているか、また、利用した人数を記載してください。 

施設（利用場所） 利用目的と利用人数 

１. ホール    ５. 視聴覚室 

２. 和室     ６. 研修室 

３. 調理室    ７. その他 

４. 会議室     （     ） 

利用目的： 

（例：ゼミナー参加のため等） 

 

利用人数：   人  

 

５ 「市民ホールやたべ」を利用する頻度を教えてください。当てはまるものに１

つ◯をつけてください。 

１. 週に１回以上   ２. 月に１～３回     ３. 年に数回 

４. 初めて利用した  ５. ほとんど利用しない 

 

６ 現在の「市民ホールやたべ」で満足している点を教えてください。（自由記述） 

（例：設備が整っている、無料駐車場がある、アクセスが良い等） 

 

 

質問は裏に続きます。→ 

 

QR コード 



  別紙２ 

７ 現在の「市民ホールやたべ」で改善してほしい点を教えてください。 

左の回答欄に場所、右の回答欄に改善してほしい内容を記載してください。 

場  所 改善してほしいところ 

（例：会議室） 

 

 

（例：設備が古い、狭い等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 新しく整備する複合施設に、現在の「市民ホールやたべ」のどの施設を優先し

て取り入れるべきだと思いますか？以下の選択肢の中から最も重要だと思うもの

を２つ選び、番号に〇をつけてください。 

１. ホール  ２． 大会議室  ３. 小会議室  ４. 研修室  

５. 和室   ６.  調理室   ７. 視聴覚室 

 

９ 新しく整備する複合施設に、現在の「市民ホールやたべ」にはない新しい機能

や設備で「ぜひ追加してほしい」と思うものがあれば教えてください。（自由記述） 

（例：無料 Wi-Fi の設置、カフェや軽食スペース、子ども向け多目的スペース等） 

 

 

 

10 新しく整備する複合施設に期待することがあれば教えてください。（自由記述） 

（例：地域のイベントが増える、施設が使いやすくなる等） 

 

11 その他、ご意見・ご要望があれば記載してください。（自由記述）  

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

【問い合わせ先】 

                   つくば市市民部地域支援課 

                   電話：029-883-1111（代）内線 6290 

                   メール：ctz090@city.tsukuba.lg.jp 



  別紙３ 

谷田部総合体育館利用者向けアンケート 

 

 現在、つくば市では、「谷田部小学校の校舎建替え」と、「谷田部小学校の体育館、

谷田部総合体育館、市民ホールやたべ」の機能を集積した複合施設の整備を検討し

ています。 

 このアンケートは、市民の皆さまからのご意見を伺い、計画の参考にさせていた

だくためのものです。ぜひ、ご協力をお願いいたします。用紙にご記入いただくか、

QR コードからオンラインでご回答ください。 

 
 オンラインでの回答は右の QR コードから 

回答期限（＊＊年＊＊月＊＊日） 

 
１ あなたの年齢を教えてください。当てはまるものに 1 つ◯をつけてください。 

１. 20 歳未満 

２. 20・30 代 

３. 40・50 代 

４. 60 代 

５. 70 代以上 

 
２ あなたの居住地を教えてください。当てはまるものに1つ◯をつけてください。 

１. 市内在住 

２. 市外在住 

 
３ 谷田部総合体育館を利用する際の交通手段を教えてください。当てはまるもの

に 1 つ◯をつけてください。 

１. バス 

２. 車 

３. 自転車 

４. 徒歩 

５. その他（        ） 

 
４ 谷田部総合体育館で普段利用している施設（利用場所）、利用目的、利用人数を

教えてください。施設（利用場所）は当てはまるものに〇を、利用目的は何を行

っているか、また、利用した人数を記載してください。 

施設（利用場所） 利用目的と利用人数 

１. 体育館    ５. トレーニング 

２. 卓球場      ルーム 

３. 弓道場    ６. その他 

４. 柔剣道場    （     ） 

利用目的： 

（例：バレーの練習等） 

 

利用人数：   人 

 
５ 新しく整備する複合施設（体育施設機能）について、どのようなスポーツで利

用したいですか。以下の選択肢の中から２つ選び、〇をつけてください。（〇は２

つ） 

１. バレーボール 

２. バスケットボール 

３. 卓球 

４. ハンドボール 

５. バドミントン 

６. テニス（パドルテニス） 

７. 空手 

８. 柔道 

９. 剣道 

10. 体操 

11. トランポリン 

12. パラスポーツ 

13. 体力測定 

14. その他（           ） 

質問は裏に続きます。→ 

 

QR コード 



  別紙３ 

６ 新しく整備する複合施設（体育施設機能）について、会議室、更衣室、トレー

ニングルームの他に、どのような付属設備があったら利用しやすいと思いますか。

以下の選択肢の中から２つ選び、〇をつけてください。（〇は２つ） 

１. カフェ・軽食スペース 

２. 売店 

３. 授乳室 

４. キッズスペース 

５. 屋内ランニングコース 

６. シャワールーム 

７. その他（                            ） 

 
７ 新しく整備する複合施設（体育施設機能）について、特に配慮が必要だと思う 

ことを教えてください。以下の選択肢の中から１つ選び、〇をつけてください。

（〇は１つ） 

１. プライバシー 

２. バリアフリー 

３. 環境衛生・施設の清潔さ 

４. 競技のしやすさ 

５. その他（                            ） 

 
８ その他、ご意見・ご要望があれば記載して下さい。（自由記述） 

 
 
 
 

 
ご協力ありがとうございました。 

 

【問い合わせ先】 

                   つくば市市民部スポーツ施設課 

                   電話：029-883-1111（代）内線 6272 

                   メール：edc083@city.tsukuba.lg.jp 
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会 議 録 

会議の名称 第２回谷田部小学校外基本構想策定委員会 

開催日時 令和７年（2025 年）11 月 26 日（水）開会 14：00 閉会 16：30 

開催場所 つくば市役所 本庁舎２階 201 会議室 

事務局（担当課） 教育局教育施設課 

出 

席 

者 

委員 

 

 

樋口 直宏（委員長）、塚本 明（職務代理者）、錦織 かお

る、宮崎 栄二、長塚 俊宏、若栁 綾子、雨宮 護、梅本 舞

子、渡辺 峰子、荒井 春明、海野原 友都、白木 碧、渡辺 

史織、大越 勝之、稲葉 清隆、鈴木 加代子、久保田 靖彦 

事務局 

 

教育局：次長兼教育施設課長 勝村 英樹、次長兼学務課長 森

田 信道 

教育施設課：課長補佐 鈴木 章夫、係長 神立 哲治、主任 

由波 竜哉、主任 市川 達也、主任 天貝 茉希 

学び推進課：学校教育政策監 増沢 喜良、係長 巾崎 一真、

指導主事 宮本 聡 

財務部：次長兼公共資産利活用推進課長 岡野 渡 

公共資産利活用推進課：係長 中村 和彦、主任 戸髙 悠佑 

市民部：次長 大木 茂樹 

スポーツ施設課：係長 髙野 祐紀、主任 小池 祐輝 

地域支援課：課長 根本 隆、主査 地斉 麻未 

こども育成課：課長 小林 将明、係長 渡辺 典江 

周辺市街地振興課：課長補佐 本田 綾一、係長 山田 純一 

公共施設整備課：課長補佐 三井 永達 

その他 株式会社長大 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 
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非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 (1) 第１回策定委員会の振り返り 

(2) 基本構想検討状況について 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 

１ 開会 

２ あいさつ 

松本副市長：本日は大変お忙しい中、第２回の谷田部小学校外基本構想策定委員会

にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。市長は他の公務がご

ざいましたので、代わりに挨拶をさせていただきます。まず、前回８月の第１

回策定委員会では、基本構想を策定するに至った経緯、今後の進め方、アンケ

ートやヒアリングの実施について、市から説明をさせていただきました。委員

の皆様からは、新しい施設や既存施設に関するご質問やアンケートの内容につ

いて、貴重なご意見をいただきました。アンケートについては、いただいたご

意見を参考にさせていただいて、修正した上で実施をさせていただきました。

今回検討している谷田部小学校のある地域は、つくば市都市計画マスタープラ

ンの中で、地域持続化拠点として位置付けておりまして、地域とその周辺住民

の方々の生活や活動を支える拠点として、都市機能の維持や集約を図ることと

しております。今回策定している基本構想ですが、まさにこのプランに沿って

都市機能、そして公共機能を維持していくために、集積や複合化を検討してい

るものですが、ここは谷田部地区にとって、大事な拠点となる地域でもござい
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ますので、しっかりとご議論いただけたらありがたいと思っております。本日

は、基本理念や整備方針について、現時点での市で策定しました案をご説明さ

せていただきまして、皆様から多角的な視点でご意見を頂戴したいと思います。

基本構想策定後は、大規模事業評価も実施していく対象となる事業でもござい

ますので、全市的な視点・目線でご指摘もいただけると幸いと思っております。

それでは、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

３ 議事 

委員長：本日の議事といたしましては、１件目が第１回策定委員会の振り返り、２

件目が基本構想検討状況についてとなっております。それでは、１件目の第１回

策定委員会の振り返りについて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局説明 

 

委員長：資料１をご覧いただきまして、何か確認しておきたいこと等ありますでし

ょうか。本日全員お揃いですので、もしここに書いてあることで間違い等ありま

したら、その場でご訂正いただいても結構ですし、また、本日の意見として、補

足追加等いただければと思いますので、会議の終了までにご覧いただきながら、

もし何かあるようでしたら、おっしゃっていただければと思います。それでは、

続いて２件目の基本構想検討状況について、事務局からお願いしたいと思いま

す。資料２について、一通り全部ご説明いただいた後、少し区切って議論に入り

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局説明 

 

委員長：ありがとうございます。情報量が多いので、ついていくのも大変かなと思

いますけれども、議論の進め方ですが、資料２を中心に、３つほどに区切ってい



4 

 

 

きたいと思います。まず、資料２の①基本構想の構成、②現況と課題の整理、③

基本理念とコンセプト、13 ページまで議論していきたいと思います。その後、④

必要機能・施設と共用化の考え方ということで、何を共用化するか、14 から 16

ページのところについて話していきたいと思います。それから最後、実際にどう

いう配置にするか、17 から 21 ページのところで３つの案が出ておりますけど、

それぞれについてご意見を頂戴したいと思います。全部回答できるかどうかわか

りませんけれども、必要に応じてご質問いただいて、事務局から本日わかる範囲

でお答えいただいて、次回以降の課題ということであれば、これを受け取ってい

ただいて、次回以降に反映していただければと思います。なお、梅本委員から事

前メモを頂戴しており、お手元にあるかと思います。大変細かいところまで、ご

指摘いただいていますので、こちらからご指名しませんので、それぞれのところ

で、ご発言いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そ

れではまず、①基本構想の構成、②現況と課題の整理、③基本理念とコンセプト

について、ご意見、ご確認したい点等を承りたいと思いますがいかがでしょうか。 

梅本委員：基本理念・コンセプトに関して、配布させていただいた１枚目に記載し

ている事項なのですが、基本理念とコンセプトを１枚にまとめてくださってい

て、別紙４を見れば詳細が少し見えてくるのですが、まだまだ空間計画に結びつ

くような内容までは見えないという印象を受けています。例えば、教育に関して

は、全ての子供の居場所と挑戦を保障する学校ということで書かれています。詳

細を見ると、一人ひとりの児童に応じた学びの環境の整備・調整というのがござ

います。これは実際にその建物を設計するに当たって、よくあるのはクラスルー

ムとそれとは別に、オープンスペースをどう配置していくかということに関わっ

てくるのですが、そういう教育のあり方について、もう少し詳しく書いていただ

いた方がいいのではないかと思いました。同様に、私が作成している資料なので

すが、教育のあり方のほか、放課後の過ごし方、特別支援教育のあり方、不登校

児童などに対するフリースクールなど支援のあり方、これらがまだ見えにくいな
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という印象を受けておりまして、そこが具体的にならないと、建物の設計計画が

進めにくいのではないかなという印象を受けております。もし、現時点でお考え

がありましたらよろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございます。関連して何かありますでしょうか。とりあえず、

つくば市としての教育の考え方や谷田部小学校の教育活動の基本方針など、それ

ぞれお話いただければと思います。 

久保田委員：梅本委員から詳細な資料をいただきましてありがとうございます。 

実はまだ基本構想を策定する段階ですので、詳細を資料にプロットするには至

っていないというのが実情です。資料については、一旦面積を出すための基礎資

料のような形になっておりまして、普通教室何㎡とか、特別教室何㎡というよう

な形を図面に落としたものになっております。ただ、ご指摘いただいたところは

かなりごもっとものところでございまして、クラスとオープンスペースの使い方

というのも、来春開校するさくら小学校では、すでに普通教室、多目的教室、ワ

ークスペースという形で校舎内にいくつか機能を作っていて、それを連携して使

えるような仕組みというものも考えております。谷田部小学校においても同じよ

うな視点で、そういうスペースを設けていくような形になるかと思っています。

それから放課後の過ごし方につきましては、今回はアフタースクールというのを

前提に、セキュリティも含めてなのですが、この場所で活動できるようなレイア

ウトになると想定しております。一方で、全学校において、子供たちの放課後の

あり方というのは、まさにこれから議論しようとしているところです。今のとこ

ろは、放課後児童クラブ、あるいは、アフタースクールというような運用をして

いますけども、ひょっとしたらそれ以外の放課後の利用の仕方というのも学校は

あるのかなと思います。これについては、教育局とこども部が連携して、今後議

論していくことになり、この谷田部小学校が新たな形で開校するときには、その

ルールが当てはまるような施設にもなるのかなと思いますので、もちろん、そこ

にも耐えうるような設計になればと思っております。それから特別支援教育、あ
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るいは、不登校児童生徒の対応につきましても、従前の学校でも十分対応はさせ

ていただいていると同時に、校長先生とも相談しながら、配置については慎重に

考えていく必要があるかなとは思っております。特別支援教室については、かな

り児童も増えておりますので、どこにレイアウトをしたらいいかというのは、日

常的に子供たちに接している先生方にアドバイスをいただいた方がいいかなと

思っています。今の段階では、仮に配置してありますけども、学年の教室の近く

に配置した方がいいのか、あるいは、一体で配置した方がいいとか、先生方と相

談しながら進めていきたいと思っております。不登校児童生徒支援については、

つくば市の場合は、全校に校内フリースクール、呼び方としては、ハートフル S

ルームという形で呼んでおります。小学校には、最低でも１室、中学校は２室、

設けるようにしておりまして、そこを子供たちの居場所として使っているような

状況でございます。今のところ、この図面には表現としてはございませんが、も

ちろん谷田部小学校においても、レイアウトもかなり配慮した上で、ハートフル

S ルームを開校当初から設置するということで進めたいと考えておりますので、

そのような対応できればということ、それを今後詳細な設計を進める中で具体的

に図面に落としていくという形になろうかと思います。コンセプトとしては、別

紙４にある通りの表現でしかないのですが、今後、より具現化する中では、図面

の方でも表現できればというふうには思っています。 

塚本委員：久保田委員からもご説明がありましたが、詳細に関してはこれから詰め

ていくところが多いかと思います。コンセプトのところで、学校としましては、

子供たちが大人や社会と繋がれる場所であってほしい。子供たちが、社会とか、

実際に働いている大人とか、いろいろなところで繋がれる、そういった場をこの

地域全体で作っていきたいというのが、まず１つございますので、そういったと

ころがコンセプトに入るといいのかなと考えておりました。それから、特別支援

の話が出ておりましたが、学校で現場を預かるものとして、基本は１つのところ

に集まった方がやりやすいです。ただ、現在、児童数 830 人の中で、特別支援学
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級が９クラスございます。これが先ほどの表に従って、1,300 人程度の規模にな

ったときに、特別支援学級は、今よりさらに４、５、あるいは６と増えていくこ

とが考えられます。そうなると、１つのところに、それだけの数を実際に配置す

るのが難しいのかなというようなところもございますので、実際の校舎が何階建

てになるとか、１つのフロアに何教室分が入るのかという、そういう細かいとこ

ろと関連付けながら、今後、調整をしていただきたいというように考えておりま

す。 

若柳委員：市民ホールやたべとか、谷田部総合体育館なども、徐々に融合されてい

く方針なのかどうかというところがちょっとよくわからなくて。もし市民ホール

の発表の場とか、体育館の車椅子バスケットとか、そういうことも新しい施設で

やろうとされているのかどうかによって、規模の検討が必要かなと思います。そ

れから、お子さんがいながらの工事となりますので、安全な工事の仮設と地域の

関わりといいますか、工事をどんなふうにしていったらいいかというところで、

地域をある意味巻き込んでいかないといけないかなと思うところが感じられる

ので、工事の時は市民ホールやたべや谷田部総合体育館なども、活用できるのか

なと思うのですが、そういう安全性の確保みたいなお考えがあったらお伺いした

いと思います。あと、今の体育館と市民ホールの機能は、結構フルで活用されて

いる部分もありますので、何を残して何を排除していく方針なのか、お聞きした

いと思います。 

委員長：３つ目の質問は、14 ページ以降のところでも出てきますので、次でやった

方がいいですかね。１つ目は、現状の市民ホールと総合体育館の機能がどうなる

かということも含めて、新しい施設にどの程度行くかという、前回も多少方針は

あったかと思いますが、改めてそれについてご回答いただければと思います。あ

と、２つ目は、工事の安全性についてということかと思いますが、事務局いかが

でしょうか。 

事務局（スポーツ施設課）：車椅子バスケットボールを例に出していただいて、そ
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ういった障害者スポーツの利活用、今後新しく施設を整備したとしても、その流

れを汲んでいくのかというような趣旨のご発言かなと理解しているのですが、今

回の基本構想策定に当たって、新しい施設を整備するにしても、今やっている競

技活動を縮小するとか、制限するとか、そういったことは一切考えていません。 

事務局（教育施設課）：工事については、詳細はまだ決定していないので現時点で

お答えすることは難しいですが、安全管理や騒音などいろいろ配慮しなければな

らないところがあると思いますので、そういったところは今後検討していきたい

と思います。また、今後ヒアリング等も実施させていただきますので、その中で

もいろいろとご意見をいただければと考えております。 

委員長：前回、市民ホールと体育館は、当面は使い、新しい施設ができてから解体

をどうするか考えるというように伺っていたかと思います。ただ、その機能を残

して新しい施設にというと、面積的な問題もありますし、学校とどう共用するか

というところが次の課題になろうかと思います。 

雨宮委員：先ほどの話題に関連しての質問ですが、谷田部交流センター、保健セン

ター、郷土資料館は、今回はこの点線の中には入っていないですけれど、共用化

が可能性のある施設とか、14 ページに出てきていますけれど、図書館とか入って

きていて、機能的に考えると、市民の公共図書館と小学校の図書館を複合化する

ことは、ありそうな話ですけれど、交流センター、保健センター、郷土資料館は

今回の議論の範疇に含めなくてよろしいのでしょうか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：赤の点線で囲ってあるものについては、主にハ

ード的な施設をメインに表示をしております。機能については、当然今あるもの、

ないもの含めて、最適なものをそこに集積していくべきかと思っておりますの

で、当然その周辺のものを一緒にした方が効率いいというようなご意見などを積

極的にいただければと思います。 

雨宮委員：わかりました。そうすると、同じ理屈でいくと、谷田部児童館とか、放

課後児童クラブも含めて、議論する余地があるということになりますか。 
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事務局（公共資産利活用推進課）：スペースに限界はありますが、そのようにお考

えいただいてかまいません。広く議論していただければと思います。 

雨宮委員：今回の基本構想、最終的にどこがゴールなのか確認しておきたいのです

が、後ほど議論出てくるかもしれませんけれど、A から C 案示していただいたの

ですけれど、中身を見ると、教室の配置とかまで書かれていて、基本構想と言い

つつも、基本計画とか、もしかしたら基本設計の段階も入っているような話が入

っていて、そういう意味で、この基本構想、目次立てが 3 ページにございますけ

れども、この目次立ての配置計画というころは、ゾーニングを定めて、基本的な

機能の配置までを決めればいいのか、この委員会で何をどこまで決めるのかとい

うところを確認したく、その辺りをお願いします。 

事務局（公共資産利活用推進課）：今回の基本構想のゴールとしては、先ほどおっ

しゃっていただいたように、基本計画になるような中身も含まれておりますけれ

ど、今後、大規模事業評価というものが控えております。コスト試算やコスト比

較といったものもお示しして、この計画で進めてよいかというところをご判断い

ただく手続きがございますので、今回は、通常の基本構想よりは、細かい内容を

検討しております。具体的に配置計画をどこまで落とし込むかというところはあ

ります。 

雨宮委員：詳細が決まらないとコストが決まらず、大規模事業評価が得られないと

いうことですか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：そうですね、評価していただくための評価項目

の整理として、そういったところまで、今回の基本構想で検討しているという状

況でございます。 

雨宮委員：基本構想と言いつつも、かなり具体的なところまで決めてしまうという

ことですね。 

事務局（公共資産利活用推進課）：決めてしまうというと言い過ぎかもしれません

が、このように行うと、このくらいコストがかかるというところは、一旦お示し
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するような形です。 

雨宮委員：それをもとに発注をしていくわけですけれど、発注のところでは、どの

くらいの精度で指定をしていくのですか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：そこは今後基本構想ができましたら、どのよう

な形で発注するかということを含めて、庁内で検討を進めたいと思います。 

雨宮委員：わかりました。教室の配置まで決めて発注というのは、あまり見ないよ

うな気がします。 

事務局（公共資産利活用推進課）：それですと設計まで入っていると思います。 

雨宮委員：そうですよね。ただ、そこは含めないと大規模事業評価を得られないと

いうことですね。 

事務局（公共資産利活用推進課）：ある程度配置方針を作っていないと、コスト試

算が難しいというところがございまして、一旦、今回あくまで仮ですが配置をし

ているというような状況です。 

雨宮委員：基本計画まで進めてから大規模事業評価だと遅いということですか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：大規模事業評価の性質上、事業化をする前の段

階でかけなければならないというところになります。 

雨宮委員：わかりました。ありがとうございます。 

長塚委員：A 案 B 案 C 案という３つの配置図が示されていますが、やはり、基本的

に庁舎跡地等に複合施設と学校の校舎を入れていくのは、手狭な感じがします。

庁舎跡地や谷田部小学校に隣接している土地を取得するという考えは、どうなの

でしょうか。今後の進み具合では、そういうことも検討の１つに入るのか、それ

とも全くそういうことは考えずに、この敷地に詰めにしていくのかというところ

をお聞きしたいです。 

事務局（公共資産利活用推進課）：今のところは、谷田部庁舎跡地を有効に活用し

ていくということを目標にしておりますので、まずはこのエリア内で検討いただ

ければと思っております。 



11 

 

 

長塚委員：今のところそういったお考えがないということは十分理解しました。学

校の複合施設として、体育館を市民と一緒に使うことは非常によいし、図書館も

学校には必ず必要なもので、最初の基本構想の中に入っていないというのが、何

となく違和感があります。敷地面積に合わない施設になると、ここに収まらない

ということがあるのか、それとも、予算的に見ると難しいということになるのか、

なかなか答えにくいところでしょうけど、どう考えればいいのか、もしお答えが

あればと思います。 

久保田委員：図書館につきましては、現時点では交流センターの中にあるというと

ころで、中央図書館の分館的な位置付けをして管理をしているところです。実際、

交流センターそのものがこの統合の対象ではないということで、図書館の議論と

いうのは、実はまだしてないのですが、文科省で学校図書館の位置付けも非常に

重要だということで、有識者会議を開いており、今後学校図書館というのは、今

の位置付けより上の位置付けというか、重要な位置付けを果たしてくることにな

ると思います。その中で、市民の皆さんとの共同利用がどの程度可能なのかとい

うところも今後検討していく必要があると思っております。一方で、研究学園小

学校や、みどりの南小学校においては、土日の週末のみになりますが、市民の皆

さんに使っていただく、学校図書館を共用して使っている実例もございますの

で、その例も参考にしながら、今後、そこに乗り入れが可能かどうかも含めて検

討することになると思います。 

長塚委員：コンセプトの中に、地域に開かれた学びの場、３番目の安心安全な地域

の学び場ということと、地域の拠点として、地域の人々が集う拠点ということが

ございます。市民と児童が触れ合うようなイメージでいいのか、逆に言うと、そ

れが本当に安全なのかというところに疑問があります。確かに地域の人、市民と

触れ合えることが子供たちにとっての教育成長にも必ず必要だろうし、個人的に

はとてもよいことだと思いますが、そういう面での公共施設、複合施設を使う側

として、ある程度共用している部分に出入りすることは、単純に、誰でもフリー
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に入れる施設として考えるのか、それとも、何かしらチェック等をして施設を使

うのか、その辺りのお考えはありますでしょうか。 

久保田委員：こちらについては、時点でこれだという方向性は持っていないですが、

ハード・ソフト面で考えられると思います。ハード面で申し上げますと、セキュ

リティを区分けするというところです。物理的にその空間に入れないようにする

ことが考えられると思います。もう一方で、ソフト面で言うと、市内全学園でコ

ミュニティースクールという動きが加速していますが、コミュニティースクール

の中で、地域の方がその学校の活動に参加していくという流れも考えられると思

っています。そういう方が、そこの境界のゾーンのところで、何か作業をしなが

ら、児童、あるいは、地域の方を見守るというような、そういう役割ができれば、

物理的にハードでそこの境界を区切るのではなく、ソフト面で区切ることも可能

かと思います。まだこちらの学校ができるまでに時間もありますので、そのコミ

ュニティースクールも、おそらく今後より進化してくると思いますので、地元の

地域の皆さんと協議しながら進められればと思っております。 

長塚委員：わかりました。ありがとうございます。 

委員長：市民委員や PTA の委員もいらっしゃいますので、どういう場になってほし

いかというようなご意見でも結構ですので、頂戴できればと思います。 

海野原委員：８ページの現況整理で、それぞれ稼働率が概ね５割切っているという

ことは、実状だと思うのですが、現在、総合体育館や市民ホールなどで、定期的

に活動している団体、あるいは、個人もいらっしゃると思います。複合化という

ことは、施設を１つにまとめるということだと思います。ということは、いずれ

今の市民ホールと総合体育館、将来的な解体を予定されているということで、い

ずれ複合化施設のみになると思います。その際、かつてその時間帯で使用してい

た団体と団体で時間がぶつかってしまうことも可能性としてありますし、あるい

は、ここには稼働率は書いてありますが、時間帯における稼働率はないです。も

しその時間帯、児童が授業や活動で使うとなった際に、生徒を優先すべきだと思
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いますし、そうなったときに、どのように対策をとるのか、どのように解決する

のかは、ある程度決まってらっしゃいますか。 

委員長：なかなか難しいと思いますが、現状がわかる範囲で、先ほどの８ページの

ところで、時間帯等でざっくりでもお知らせいただけますか。 

事務局（スポーツ施設課）：本当にざっくりとした数字になり大変恐縮ですが、谷

田部総合体育館のアリーナは、バスケットボールコートが２面分ある体育館にな

ります。貸出しの方法として、一面ずつ、「半面利用」という言い方をしますが、

その半面ずつの利用を貸出ししていて、平日の日中の時間帯については、約 97

％が半面利用でした。おおよそですけれど、現在の谷田部小学校の体育館と同等

程度の面積があれば、ある程度、平日の昼間の時間帯に関しては、別紙６で施設

の平面図を記載していますけれど、そこでいう小アリーナ程度の施設があれば、

ある程度賄えるのではないかという試算はしております。100％賄えるかという

と、そこはより詳細な検討が必要と考えております。 

委員長：学校とどう棲み分けるか、これから考えなければならないことなので、と

りあえずは、現状そのような回答でよろしいでしょうか。 

海野原委員：はい。 

事務局（地域支援課）：市民ホールやたべの現状について、説明させていただきま

す。市民ホールやたべの大会議室、研修室、視聴覚室、小会議室、和室などを利

用し、15 団体・サークルが、体操教室ですとか、民謡、俳句会、谷田部の活性化

協議会で行っておりますみんなの食堂、そういう活動もやっていただいて、活動

時間としては、月曜日休館なので、火曜日から日曜日の午前中や午後ですとか、

被らないように予約をとっていただいて、活動しているという状況になっており

ます。 

荒井委員：25 ページの志木の例について、個人的にはよいなと思いまして、市民と

大人の方が触れ合えるモデルなのかなと思いました。一方で、保護者とか、セキ

ュリティの問題もあるので、マイナンバーカードなどをセキュリティのところに
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入れてロックを外すなど、そのような仕組みにすると、例えば、どこから利用者

が来ているとか、利用者が減っているとか、そのようにできるのではないかと思

うのですが、そのようなセキュリティをマイナンバーに紐付けるというのは可能

ですか。 

株式会社長大：資料に挙げた事例紹介というのが何点かございますが、事例③の「安

平町立早来学園」では、市民の図書館を小学校と複合化していますが、市民の方

が利用するときはカードを使って入ることで、設備的なセキュリティを設けてい

る学校の例です。 

荒井委員：そのカードというのは、マイナンバーカードですか。 

長大：マイナンバーではなかったと思います。 

荒井委員：マイナンバーでなくても、利用者にカードを配るとか、コストもかかる

と思いますが、誰が入ったか記録がつけられるのであれば、保護者もある程度安

心感は出るのではないかと思い、両立といいますか、大人と子供の学びの場が触

れ合えるのではないかと思うので、ぜひご検討できればと思います。 

委員長：進行もありますし、先の話も出てきましたので、一旦ここで切らせていた

だいて、次のところに入りながら、必要に応じてご発言ありましたら、前に戻っ

ても結構ですので、よろしくお願いいたします。続いては、14 ページ、15 ペー

ジ、16 ページになります。施設共用化の考え方や、共用化する機能について、同

様にご意見、確認したい点等承りたいと思いますいかがでしょうか。14 ページで

言いますと、他に必要なものがあるのではないかとか、逆に色分けがこれでいい

のかなど、そのような問題になろうかと思います。 

稲葉委員：複合化することによって、2,200 ㎡面積減できるという根拠を詳しく教

えていただきたいと思います。 

事務局（公共資産利活用推進課）：合算したものが 5,200 ㎡となっており、統合後

の必要な施設については、別紙６から別紙８で示しており、そちらで示している

ようなものが新しく設置されることになりますが、その場合に、ある程度統合す
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ることによって削減できる面積として、2,200 ㎡と出させていただいております。 

稲葉委員：そうしますと、必要面積が何㎡ということが一切出されておらず、課題

整理のところでも、同じような機能がいくつかもあり、もったいないという整理

をしていますが、実際にどれだけのものが必要という検討をせず、敷地の中に入

るだけの面積という算出方法になっていることが気になるので、もう少し詳細に

ご検討いただければと思います。 

渡辺（峰）委員：先ほどから図書室の件、お話出ていますが、図書室を共用化する

ということは、市民が老若男女問わず利用されることを考えると、ベビー向けの

本から色々な種類を揃えなければならないと思います。図書室の中にキッズコー

ナーなどが必要になると、それだけ図書室に対するスペースが必要になることが

考えられます。幼児控え室、赤ちゃんルームがあるので、キッズ向けの本は、そ

ちらに用意するなど、スペースを考えていかなければ難しいと思いました。また、

セキュリティ関係が心配な部分がありますので、教室・学校の校舎から、アリー

ナの共用部分に行く際のセキュリティが、一番安全が確保できることを考えての

利用を進めていただきたいと思います。 

委員長：質問ですが、先ほどお話に出ていた、学校開放している図書室の蔵書の種

類は、市民向けにしているのかどうか、どのような感じですか。 

久保田委員：中央図書館の本が入っている学校につきましては、書架で整理してい

ます。中央図書館の書架と、学校図書館の書架というところが、ゾーンで分かれ

ているような状態です。ただ、子供たちは、平日学校図書館を利用する際には、

どちらの本も読むことができます。ただ、貸出しについては、学校図書館の部分

だけとなりまして、逆に、週末、一般の方がお見えになったときに、借りられる

本は、中央図書館が所蔵している書架に入っている本のみで、学校が所蔵してい

る本については、借りられないという整理になっています。大きく２種類の本が、

１つの部屋の中に入っているという状況でございます。 

若柳委員：複合的な施設で融合するので、ゾーンとして分けて活用するというよう
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な工夫は、すごく大事だと思いますが、16 ページの必要諸室の共用化の効果とい

うことで、小学校の面積や、調理室、体育館の面積が表示されていますが、教育

方針に鑑みた面積を試算されたのかどうか、面積的に足りないような気がしまし

て、面積算定の根拠があれば、他の学校と比べると小さい印象だったので、説明

お願いします。 

海野原委員：追加質問よいですか。面積についてなんですが、これはそれぞれの階

数をすべて合わせた延べ面積なのか、それとも１階層だけの、いわゆる本当の２

次元的な面積だけを算出しているのかというところを知りたいです。 

株式会社長大：16 ページに書いてある 5,200 ㎡は、共用化が可能と考えられる対象

室の純粋な面積で、廊下等の共用部は含まない面積でございます。算定の仕方で

いくと、例えば、総合体育館の大アリーナ、市民ホールやたべの大ホール、それ

から学校の体育館などを２つの大アリーナ、小アリーナに集約していくことによ

る面積減であったり、会議室の面積減であったり、調理室の面積減であったり、

今見込めている面積減によって、部屋の面積としては 2,200 ㎡削減可能であろう

という見通しの数字でございます。学校などの規模、延べ床面積は、別紙９にな

りますが、これは検討の途中段階ではございますけれど、プランの面積は 13,500

㎡になっています。 

委員長：調理室 150 ㎡とか、ピンクのところに書いてあるのは、それが狭いと若柳

委員はおしゃっていたのですか。 

若柳委員：小さいという印象を受けたのは、クラス数、マックスで４つになり、交

流としてのスペースを付け加えると、おそらく 17,000、18,000 になるのではな

いかという想定があったので、それに対して小さいと思っただけです。 

長塚委員：面積のお話がありましたが、A 案 B 案 C 案とございますが、顕彰碑、要

するに記念モニュメントがある場所があります。そこは、図面上はどこにも配置

替え等がされてないですけど、地域の面から見ると、案はイメージとして持って、

最終的にどこかに移設ということになると思いますが、何となくイメージとし
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て、移設先はあるでしょうか。 

事務局（公共資産利活用推進課）：今のところは、移設という案の提示をしていま

すけど、移設先の具体的な候補が決まっている段階ではありません。 

梅本委員：先ほどから議論になっている共用化の件で、もう１つわからないのが、

時間で分けるのか、同時利用が起こるのかという点です。それによって、必要面

積も変わってくると思うのですが、そのあたりは、この委員会で決めるのか、ど

こで決まっていくのか、教えてください。 

委員長：なかなか難しい問題かなと考えていましたが、ご提案いただいた資料の中

で、どの辺りまでその議論進んでいますでしょうか。 

事務局（教育施設課）：今のところ、時間枠で考えますと、体育館だけは、そのよ

うな考えはありますが、その他については、今のところまだはっきりと定めてい

ません。今後、構想の中で、ある程度の共用化を考えていくに当たり、必要にな

る部分だとは思いますので、今後検討していき、それをどういった形で出してい

くか、検討させていただいて出せればと思います。 

委員長：先ほどの安平とは決定的に違うのが、学校規模が全然違いますので、小さ

い学校、町の中に１個だけ義務教育学校があるという場合ですと、大体単学級で、

児童生徒数 200 人程度の学校が多いので、１桁まではいかないですけど、数倍違

うので、例えば、14 ページで、音楽室、図工室、この当たりがピンク色になって

います。図書室、PC 室、調理室は家庭科の中のさらに調理だけですか、他の生活

とかでも使うのかわかりませんが、この当たりの稼働状況は、谷田部小は、どの

ような感じでしょうか。結構パンパンなのか、割と使える余地があるのか。 

塚本委員：特別教室の利用に関しましては、調理室、家庭科室と呼ばれるものは、

被服室と一体型で使っているものなので、使用頻度はかなり多いです。音楽室も

本来でしたら多い利用のはずですが、場所や中の整備状況、備品等の整備状況も

芳しくないところがございまして、教室で行っているのが多い状況です。さらに、

もう１つ付け加えますと、前任校、香取台小学校で、音楽室、図工室、調理室、
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土日開放して共用をしております。土日には、教室の方に行かないように、鍵が

施錠されている状態で、市民が学校の中に入ってきて、調理室や図工室、音楽室

を使うといったような状況です。 

委員長：先ほどの体育館と全く同じ理由で、使いたい時間帯にバッティングする、

ということが結構文化的なことでも、文化的な方が意外と平日使われていたりす

るので、その辺りは稼働状況とセットで考えないと、お互いにうまくいかないと

ころはあるという気はします。もっと大規模、谷田部小でも十分大規模のような

気はしますけれども、例えば、学校固有の特別教室があり、さらにもう１個共用

施設にあって、そこに使いに行くという、アリーナも同じですけれど、そのよう

なことがあれば、学校としても安心して使える気はしていますが、その辺りが面

積の問題とも関わってくるという気はしております。 

荒井委員：13 ページのコンセプトで地域に開かれた学びの場、14 ページに会議室

などもありますが、谷田部図書館へ行くと、３つ、４つのテーブルに皆ひしめき

合い、勉強していて、それでも足りず、机もないところで、手で教科書を持ち、

勉強している人もいらっしゃいました。そういう形で休日、会議室を学生の皆さ

んにですとか、市民の皆さんに開くことは考えておりますか。もう１つは、それ

はどの程度の面積を想定されておりますか。 

事務局（地域支援課）：隣にコミュニティー棟がありまして、６つの会議室がある

のですが、予約が入ってない１つの会議室だけは、夕方５時から夜 10 時までは

一般に開放しているとか、そういった利用をさせてもらっています。利用状況に

もよると思いますが、複合施設、大変混み合うようでしたら、そういった考えも

取れるのかなと思っております。 

荒井委員：谷田部もそうですけど、みどりのもとにかく子供が増えているので、そ

ういった学生さんが、家では勉強できなかったりする方が、公共の場で勉強して

いる姿をたくさん見てきているので、ぜひその辺りも学びの場にもできるよう

な、兼務できるようなことを検討いただければと思います。 
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渡辺（史）委員：駐車場のことでお伺いしたいです。市民利用者と学校利用者で何

台か決められているかと思ったのですが、学校やそこで働く方たちの台数や動線

など、働かれる方は適宜に対応されると思いますが、やっぱり働いていただくの

で、動線がいいところに作られていると、心地よく働けると思いました。駐車場

から出てくる出口はどのくらいあるのかというところで、近くの学校が学童など

のバスがたくさんあり、道路が渋滞し、なかなか出られず困っている様子をたま

に見受けます。例えば、一番大きい C 案は、どの程度の入口・出口を考えられて

いるのかですとか、そこで働かれる方の駐車場も全部一緒に考えられているのか

ということが気になり、教えていただけたらと思いました。 

委員長：また後ほど、そこについても検討して参りたいと思いますが、とりあえず、

谷田部小の職員の車の数は何台ぐらいですか。 

塚本委員：現在ですね、教職員、会計年度任用職員含め総勢 71 名でございますの

で、学校職員だけで 71 台、今 820 名の児童数でこれですので、1,300 人規模にな

りますと、職員の人数も、会計年度を含め、100、110、120 ぐらいまで膨れ上が

る可能性はあるかなというように考えております。 

委員長：時間の関係もありますので、最後のゾーニングのところについて、ご意見

に進みたいと思いますが、よろしいですか。全体通してでも結構ですので、ゾー

ニング施設配置、比較表の評価基準等について、ご意見ご質問等を頂戴したいと

思います。 

稲葉委員：駐車場の件と続きになります。南側で 110 台の駐車場ということになっ

ていますが、別紙６の A 案は、駐車場南側 80 台という記載になっています。110

台は、どこの部分を 110 台と見ているのか、確認させてください。 

事務局（教育施設課）：正確には南側が 100 台、この 110 というのは誤りです。 

稲葉委員：児童館の南の 20 台を入れて、100 台というそういう意味ですか。 

事務局（教育施設課）：そうです。 

稲葉委員：説明の中で小アリーナを今の市民ホールの大ホールの活用で考えている
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というお話だったかと思います。小アリーナの座席数、舞台というのは、どの程

度の面積で計画を考えてらっしゃるのか、お伺いできればと思います。 

事務局（地域支援課）：可動して出てくる席が大体 300、それから今使っているよ

うなパイプ椅子で 200 程度、全部で 500 の席数としてあれば、今の稼働状況を考

えると、500 程度で十分と思っております。 

稲葉委員：舞台の方は、どのように考えてらっしゃいますか。 

事務局（地域支援課）：舞台の方も、壁側から出てくるような舞台装置、その上に

はピアノ、舞台袖、そういったことができるような面積があればよいかなと考え

ております。 

梅本委員：事前に配付させていただいた２ページ目に記載させていただいた事項で

す。この中で一番気になっていることですが、別紙９の評価項目の中に「その他

周囲への影響」とございます。周囲からセットバックする等の話が書かれていま

すが、そもそも今回浸水想定エリアが、北東の道路にまでおよんでいる状況で、

北東ぎりぎりまで建物を寄せて、それは避難施設として問題ないのかということ

が気になっています。あわせて、子供たちの日常の動線についてです。現状が、

敷地の東側、それから西側の両側から入ってくるような形になっていますが、そ

もそも子供たちはどちら側からやってきていて、例えば、大雨の日の登下校に問

題ないかというところも含め、お考えをお聞かせください。 

塚本委員：現状は、東側、西側、南側に送迎の車で送ってくださる保護者がいらっ

しゃいます。南側から、それから庁舎跡地に車を停めて、そこから送迎で来る方、

４ヶ所から子供たちが入ってきております。一番多い陣場地区の方は、西側の方

から入ってくることになりますので、ここが、今一番使用頻度が高いのかなとい

った状況でございます。 

委員長：A 案 B 案 C 案で動線的に不便というような何かありますか。 

塚本委員：今後、陣場地区を中心に児童は増えていくと考えておりますので、西側

からの子供たちの入りがどうしても中心になっていくと思います。そう考える
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と、例えば、C 案は、校門から入って校舎に着くまでの間、かなり距離があると

いう印象はございます。 

事務局（教育施設課）：浸水想定区域の件ですが、現状は跡地を活用し、配置させ

ていただいていますので、そういった懸念を考えられているかと言われると、全

てを網羅しているわけではないとは思っております。あくまでも、防災機能とし

ては、今後、危機管理部門と協議をしていきたいと思っていますが、そういった

面で、支障がないような配置にしていければと考えております。 

海野原委員：このような話をしていると自分の小学校のときを思い出します。校舎

が３つあり、南側が一番新しい校舎で、そこから順に古くなっていきますが、一

番手前の新しい校舎、これは中央に通路があり、右も左も教室があるため、風通

しが悪い。今回のこのプランを見ていると、素人直感的に、３棟の校舎を使い、

それでも足りないと言われている中での増築なのに、明らかに校舎のスペースが

足りないと思います。そうなると、必然的に新校舎と同じ作り方をするのではな

いかと思いますが、おそらく、エアコンなどで温度の問題はないと思います。風

通しの悪さ、この対策はできるのでしょうか。 

事務局（教育施設課）：現在のゾーニングと配置案ですが、必要面積は確保し、学

校の場合は、A 案ですと４階建て、B 案は３階建て、C 案は４階建てです。４階建

てというような形で、必要な部屋は多目的も含めて確保しております。 

株式会社長大：風通しの面でいくと、A 案、別紙６をご覧いただきたいのですが、

この案の中では、南と北に教室があり、中央の部分に、中庭を設けています。そ

して風が通り抜けるルートを確保する工夫は、今後、特に設計の段階になってく

ると検討されると思いますが、現時点でも配置をする中でその辺りは気にして検

討をしております。 

荒井委員：駐車場の件ですけど、市民ホールやたべと谷田部総合体育館の間にも駐

車場があると思います。これを市民が使うということはできないのでしょうか。

例えば、解体する際、その駐車場が使えなくなるといったそういう縛りがどうし
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ても出てくるのでしょうか。 

事務局（教育施設課）：今はこちらの敷地で考えていますが、全体的に考えていき

ますので、向かい側の駐車場や、取り壊した後の建物の跡なども、今後一体的に

考えられればと思っております。 

荒井委員：A 案、B 案、C 案に市民利用の駐車スペースがあると思います。それを全

部取っ払い、市民ホールやたべと谷田部総合体育館の間に設置するということも

まだ考えられますか。 

事務局（教育施設課）：現時点でこの敷地内でどれだけ確保できるかという目安で

駐車場を置いているだけなので、今後の配置も考えながら、駐車場は、反対側や、

最低限こちらに持ってくるなどの考え方は、今後検討していけると考えておりま

す。 

若柳委員：今日ご提示いただいた A、B、C 案というのは、題材であって、こうした

いということではないと考えてよろしいですか。見るといろいろと意見がありま

すが、これから検討されていくと考えてよろしいですか。 

事務局（教育施設課）：はい。あくまでもたたき台でお示しさせていただいている

ということです。 

委員長：このようなパターンがあり得るが、それぞれ何か意見がありますかという

ことで、実際には別紙９のように評価もついてはいますけれど、どれかに決める

ということではないというのは、冒頭に説明があったとおりです。 

海野原委員：案ということは重々承知した上で、複合化で市民と児童の交流、あま

り肯定的ではないです。というのも、小学校自体、小学校、中学校、高校、大学

は別として、やはり外界と隔離されているからこそ、安心できるということが、

どこかあったかもしれないと自分の中でもありまして、実際、別紙１の谷田部小

学校の児童及び保護者向けアンケートの結果の１ページ目、「どんな小学校だっ

たらうれしいですか」という児童が答えたものです。地域の人と交流できるとこ

ろがほしいと答えた児童が 17％。36 人と書いてありますが、回答率でいえば５
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人に１人という結果が出ていることもあり、安全面、そして、もしこのアンケー

ト結果を児童の意見ととらえるのであれば、もちろんある程度の一定交流はあっ

てよいと思いますが、かといってそれを重視する、増長させるという過度な干渉

は、無理にする必要がないのではないかと思います。 

事務局（教育施設課）：まさしくそういったことを皆様からご意見を出していただ

ければと思っております。セキュリティで分けるとか、そういった考えもありま

すので、皆様からそういったご意見をいただければ、今後検討を進めていけると

思っております。 

梅本委員：前半の話と同じ質問ですけれど、今回建物の詳細な配置計画が出ていて、

それは大規模事業評価のコスト試算に当たり必要ということはわかったのです

が、その事業評価の承認を終えた後に、どの範囲に、どの程度、基本設計、実施

設計で柔軟に変更が可能なのか、何は変えられて何は変えられないのか、ここで

どこまで決めなければならないのか、ということがいまいちわからなくて、そこ

をご説明いただけませんか。 

事務局（教育施設課）：先ほどもお答えさせていただいて、わかりにくいかなと思

っております。設計の自由度でいきますと、今回の構想は、中の配置というより

は、ゾーニング的なところを決めていきながらも、それを決めるのには、ある程

度中の自由度も必要にはなってくると思っています。ただ、それをどこまでかっ

ちり決めていただくかというところが、しっかり答えを出せていないのであやふ

やになっているのですが、ある程度の自由度を持たせながら、必要なものという

のは、交流のスペースですとか、中で少し体を動かせるスペースなどをとりなが

ら決めていかなければ、最終的には難しいと考えています。ただ、どこまでとい

う答えが、まだこちらでも提示させていただいてないので、今後検討し、どこま

でお示しして、意見をもらうかということを再度考えさせていただければと思っ

ております。 

委員長：こちらも、それが決まらないとどこまで議論してよいのかわからないとい
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うのは当然ありますし、設計となると専門の知見等も入れていかなければならな

いので、改めてご提案いただければと思います。 

株式会社長大：A、B、C 案はとりあえず決めないという話ですけれど、例えば、C

案ですと、工事期間中も敷地の中にグラウンドがある、あるいは、駐車場をたく

さん取れる。B 案は、3 階建てであるとか、どこまで決めるか、どこまで基本設

計の条件として、絵というよりも、譲れない条件を決めていただくとお考えいた

だければ、設計を委託する、例えば、プロポーザルなりをお入れになるときに、

条件を言葉で出すか、図で出すかというのは、次の問題としまして、譲れない条

件を皆様の中でお考え、意見をお出しいただければよろしいかと思います。あと

１点、訂正があります。先ほどご質問あったセキュリティの認証のカードの件で

すけど、顔認証でやっているようです。 

荒井委員：あらかじめ登録するのですか。 

株式会社長大：顔認証で登録して、それで利用者の方は出入りされます。 

荒井委員：市外の方もでしょうか。 

株式会社長大：市外の方も登録しないと入れないということです。おそらく、登録

の際、マイナンバーだとか身分証明書が必要になるのだと思います。 

委員長：条件について、ワーキングで固めていただいた方がこちらとしてもやりや

すいかなと思いますのでよろしくお願いします。他いかがでしょうか。宮崎委員、

錦織委員、白木委員、ご感想等あれば一言ずついただければと思います。 

宮崎委員：前回初めて開催された８月の時に、終了後の帰り道に思ったことがあり

まして、それは今日かなり議論にありました学校図書館についてです。学校図書

館については、全国的には地域の開放型とか、あるいは、学校図書館と市民図書

館の融合型というのでしょうか、そういったものが新しい考え方で、文科省も進

めています。ぜひ今回、こういった市民に開かれた学校を建設していくというよ

うなことになれば、代表事例である学校図書館については、かなり市民等が、あ

と児童、子供たちが、喜ばれるような施設になってほしいという思いがあります。
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それから、もう１点ですが、想定される学校施設と西側にある児童館、この間に

未利用地があります。現施設敷地と庁舎跡地を中心に考えているということです

が、やはり、どうしても手狭、狭隘しているようなイメージをもってしまいます。

少しでも土地活用を有効に使えることになれば、地元の意向で交渉なりして、敷

地の拡張が可能ならば、せっかくの機会ですから、そのような方向で考えていた

だくと、配置計画についても考え方が変わってくるのではないかと思っておりま

す。それからもう１点、このような配置計画の中で、正門というのは、どういっ

た考え方でどの辺りが正門となるのか知りたいと思いました。 

錦織委員：地域と安心安全な地域の学び場ということで、保護者として思うのは、

やはりその子供たち、地域の方との触れ合う場は重要だと思っているところがあ

るので、セキュリティ面で不安な点、地域の方と一緒に、学校側が子供を見られ

るという安全、その半々な気持ちがあるので、今後セキュリティに関して、どの

ように進めていくのかは気になっています。また、図案ですけれど、給食は西側

道路からアクセスし西側にある駐車場に給食の車が停まって配膳という形にな

ると思いますが、この道はとても狭いです。またその辺りの地域の方から事前に

意見などの聞き取りしたり、ご理解も必要と思いました。 

白木委員：保護者目線からですけど、工事中、A 案、B 案のグラウンド利用不可と

いうのは、全部グラウンドは使えないのか、それとも一部は使えるのかというこ

とが気になっています。グラウンドは、アンケート結果からも、小学校の児童か

らは放課後に友達と遊べる場所がほしいですとか、体育館の他にも屋内でと書い

てありますが、毎日子供が使っていて、絶対に必要な場所だと思います。グラウ

ンドが使えない期間が長いので、そこの代わりになる場所とか、このアンケート

の結果が、友達と遊べる場所がほしいとか、体を動かせる場所がほしいというこ

とが、回答数も多いので、グラウンドが使えない期間が長いということは、意見

が違うのではないか、もったいないと思いました。駐車場も学童の迎えの車など

で混雑していて、事故があったりもするので、教員の方だけで 100 台以上使うの
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であれば、この C 案にある 280 台ぐらいはあったらよいなと思いました。 

長塚委員：子供たちの負担を少しでも軽減するのであれば、グランドは残しながら、

校舎建設、そして子供たちが動くということが一番理想で、多分 C 案なのでしょ

うけど、アリーナや複合施設等を含むところに駐車場がないというのは、１回目

のときに話したとおり、反対側の利用で駐車スペースは将来的に問題なくなるの

でしょうけども、どうしても道路を横断しなければならないということになると

思います。南側に 280 台分あるにしても、市民の利用からすると、駐車場位置と

いうのは大きな課題になる、これが C 案だと思います。先ほど話あったように、

現在何のトライもしてないのですから、可能性がゼロではないと思います。であ

れば、隣接の土地、未利用ではないです。物が置いてあるという土地利用されて

いますので、その土地の取得ということを１度トライしてもよいのではないかと

思います。そのことによって、複合施設の駐車場も含めて、解決できるのではな

いかと思います。それと、１回目に言ったと思いますが、南側、こちらが正門だ

と思います。谷田部小白硲線という学校と庁舎跡地の東側の通りの先に、地域で

千歳通りという名称の道路があります。インターロッキングの道路です。谷田部

地域のお祭りや、イベントを年に数回開催する場所として使っています。近い将

来、これがみどりの地区に延伸されるという道路ですので、その時には通行止め

にして使うということが非常に難しくなると思いますので、地域の要望として

は、南側のグラウンド、もしくは駐車場のスペースをそういった場所として使い

たいという希望はあります。であれば、やはり C 案の図が非常にそれにマッチは

していますが、北側の駐車場がないという設計になりますので、そこをご配慮し

ていただいて、土地取得も含めて、１度ご検討いただきたいと思います。 

海野原委員：１点だけ、次回までにできればでよいのでお願いしたいことあって、

施設の前例がかなりあると思います。せっかくトライした自治体があるのなら

ば、せっかくなら歴史から学びたいところもあるので、成功例と失敗例の資料を

いただけると、安易に失敗というのもあれなので、運用を始めて改善点が浮き彫
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りになった事例などもあれば、会議しやすくなるのではないかと思うので、次回

用意していただければと思います。 

委員長：なかなか失敗を語ることが難しいというのは、立場上よくわかりますけれ

ど、できる範囲でやっていただければと思います。次回は、冒頭ご説明ありまし

たように、地域の方にヒアリングをした後、今日残った部分、管理手法とかコス

トとか、それから、先ほどの A、B、C 案を含めた骨子案について、ご提示いただ

く予定になっております。年末年始、それから資料作成期間もありますので、今

日改めてお気付きになった点等ありましたら、なるべく早めに事務局にお知らせ

いただければ、次回の会議等に反映できるかなと思います。それでは、本日はあ

りがとうございました。進行を事務局にお返しいたします。 

４ その他 

事務局（教育施設課）：次回の第３回策定委員会の開催については、詳細が決定次

第、ご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。 

５ 閉会 

 



 

第２回谷田部小学校外基本構想策定委員会 

次 第 

 
日時：令和７年 11 月 26 日（水）14 時 00 分～ 

場所：市庁舎２階 201 会議室 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

  (1) 第 1 回策定委員会の振り返り        資料１ 

(2) 基本構想検討状況について         資料２ 

 
４ その他 

 

５ 閉会 



 

谷田部小学校外基本構想策定委員会 委員名簿 

No. 氏名 選任区分 所属 

１ 塚本 明 学校関係者 谷田部小学校校長 

２ 錦織 かおる 学校関係者 谷田部小学校ＰＴＡ 

３ 宮崎 栄二 地域代表者 第二小白硲区長 

４ 長塚 俊宏 地域代表者 内町第十区長 

５ 若栁 綾子 地域代表者 谷田部活性化協議会 

６ 樋口 直宏 学識経験者 筑波大学 

７ 雨宮 護 学識経験者 筑波大学 

８ 梅本 舞子 学識経験者 筑波技術大学 

９ 渡辺 峰子 市議会議員 つくば市議会 

10 荒井 晴明 市民 ― 

11 海野原 友都 市民 ― 

12 白木 碧 市民 ― 

13 渡辺 史織 市民 ― 

14 大越 勝之 行政 つくば市財務部長 

15 稲葉 清隆 行政 つくば市市民部長 

16 鈴木 加代子 行政 つくば市保健部長 

17 久保田 靖彦 行政 つくば市教育局長 

 



第１回谷田部小学校外基本構想策定委員会　意見対応表

委員名 意見内容 委員会時の回答 委員会後の作業

結構長い間、こどもたちがグラウンドを使えない状態
が続いてしまう。

特になし。

校舎完成のタイミングは現場にとっては大きな問題。
10月11月に完成をして引き渡しになると、余裕を
持って引っ越し準備ができる。

特になし。

2 錦織委員

特別支援学校に通われている子が、居住地校交流
で、谷田部小に訪れているので、その方にもアンケー
トとかしていただけると、困っていることや色々な声
が聞けると思う。

（教育施設課）
その点確認し、何かできるように調整を進めていく。

（教育施設課・学び推進課）
特別支援学校へ連絡して実施方法
等を協議する。

ワーキンググループの検討と、策定委員会との位置
付けは、どのように進めていくのか。

（公共資産利活用推進課）
策定委員会に諮る資料を事前に調整して、資料を
作って、策定委員会に諮るといった位置付け、役割分
担を想定している。

原案を作るという位置付けか。

（公共資産利活用推進課）
複合施設ということで、幅広い部署に課題が及ぶ。
庁内横断的に作業できるような体制がワーキンググ
ループ。横の調整をしながら作業ができる体制を
とって、庁内でよく調整されたものが、策定委員会に
提出されるように、そのための役割を担っている。

道路を渡って駐車場を使うと億劫なものになる。西
側の余白の部分をどう使うか、大きな課題として考
えていただきたい。使い勝手も考慮した設計が必要。

（教育施設課）
いろいろなご意見を反映しながら議論を深めていき
たい。

特になし。

建蔽率60％、容積率200％を守りながら余白を作
るとなると、上にいくしかない。上の限界はどの辺
か。

（教育施設課）
絶対高さの制限はないので、斜線制限の兼ね合いに
なってくる。学校の校舎は４階建てにはなってくる想
定。

特になし。

1 塚本委員

（教育施設課）
なるべく学校側へ負担のかからないように配慮して
進めていく。個別に相談する機会が増えてくるので、
ご協力いただきたい。

3 宮崎委員 特になし。

4 長塚委員

資料１



委員名 意見内容 委員会時の回答 委員会後の作業

すぐ施設があるのではなく、広場的なところをとって
いただいて、行きたい場所へアクセスしやすいゆとり
がほしい。

（教育施設課）
配置イメージはあくまでイメージ。今の意見も踏まえ
て、次回にある程度の配置をお示しできればと思う。

特になし。

アンケートの配布について、みどりのの方たちも活用
する可能性があるので、エリアを広げていただきた
い。

（教育施設課）
可能な限りの対応を検討していく。

（WG全体）
みどりの地区だけでなく、全市民
対象のアンケート実施検討

谷田部地区が、埋蔵文化財としては、貴重な文化財
があるのかどうか、調べるタイミングもこういうスケ
ジュールの中で考えていただく方が、後で楽かなと
思う。

（教育施設課）
敷地の南側が、文化財包蔵地になっている。この辺り
も今後の配置計画の中で説明できるようにしていき
たい。

特になし。

児童・保護者向けアンケートで、今の学校で困ってい
ることは何ですかみたいな意見を吸い上げてもらえ
ると良い。

（教育施設課・学び推進課）
設問４を追加

児童・保護者向けアンケートで、どんな学校だったら
うれしいですかの項目の中に、学校は食の教育の場
でもあるので、学校給食を食べるとか、食べるという
ことをテーマに添え書きもあったらうれしい。

（教育施設課・学び推進課）
設問２において、選択肢10を追加

配置を考えるのが委員会のミッション。実際に使えな
い供用では意味がない。

特になし。 特になし。

駐車場や動線も含めて考えると、それほど広い土地
でもないということも考えなければいけない。

特になし。 特になし。

複合施設について、谷田部地域のものなのか、もう
少し広いエリアなのか、市民全体が利用可能なもの
とするのか、その辺をもう少し検討する必要がある。

特になし。 特になし。

防災機能について、現状と今後の見通し等、どのよう
に考えているのか。

（教育施設課）
まだ決まっていない。危機管理課と調整しながら進
めていく。

特になし。

避難所等はどういった位置付けか。

（教育施設課）
小学校は指定避難所になっている。学校の体育館と
総合体育館が複合化となるので、避難所の位置付け
も基本構想の中で考えて決めていく。
（スポーツ施設課）
谷田部総合体育館は指定避難所には指定されてい
ない。

特になし。

6 樋口委員

5 若栁委員

（委員長）
ご検討いただければと思います。



委員名 意見内容 委員会時の回答 委員会後の作業

集積化を検討する機能自体を委員会で検討する余地
があるのか。

（教育施設課）
お示しした機能を最初に考えていき、その他必要な
機能も視野に入れて集積化を図っていく。

特になし。

アンケートでは、積極的に新しい利用者層の意見を
取り入れる形になっていないが、変更する余地はあ
るのか。

（教育施設課）
まずは、使っている方の意見を聞き、どんな施設が必
要かというところを議論していく。

特になし。

「まずは」というところでは賛成。アンケートやヒアリ
ングは、ある程度コンセプトが明確になった段階で、
関係者に対して何回もやる、新しい機能に対応する
人たちの意見も適宜伺う機会を複数回設けるのが良
い。

（教育施設課）
今後そういったものを検討しながら進めていければ
と思っている。

（WG全体）
全市民対象のアンケート実施検討
実施する場合には、時期、内容を検
討

次回以降、小学校と公共施設を複合的に作った事例
を紹介いただきたい。

（教育施設課）
先進事例の収集も当然必要なので、策定委員会にも
資料を提示する。

（教育施設課）
業務委託の中で資料作成

障害当事者に対しては、アンケートにあっても良い。
市民ホールや体育館利用者向けアンケートで、４利用
目的・人数の中に、障害者の方の利用の有無の選択
肢を入れるなどが考えられる。

特になし。※当日欠席

（地域支援課）
質問No10について、障害者が意
見を記載しやすくなるよう回答例
を修正。
（スポーツ施設課）
質問No７の選択肢に「バリアフ
リー」を設けた上で、質問No８の自
由記述欄で障害者としての意見も
聴取したいと考えている。

児童・保護者向けアンケートで、一番上に１静かに
ゆっくりできる場所がほしい、という選択肢があるこ
とに違和感。４の後でもよいのでは。

特になし。※当日欠席
（教育施設課・学び推進課）
設問２において、選択肢の順番を
修正

アンケートの多言語の対応が必要では。 特になし。※当日欠席

（WG全体）
ブラウザで翻訳機能がついている
ので、多言語対応は不要と考える。
日本語以外の回答も受け付ける。
小学生の日本語サポートが必要な
児童も少ない。

市民ホールと総合体育館は令和14年３月まで利用
できるのか。

（スポーツ施設課）
令和14年度にすぐ解体という予定ではない。

特になし。

しばらく併用して利用していくのか。
（スポーツ施設課）
そのようなつもりでいる。

特になし。

8 梅本委員

7 雨宮委員

9 渡辺（峰）委員



委員名 意見内容 委員会時の回答 委員会後の作業

こどもたちが使っている間、市民の利用は、区画を分
けるのか、時間で分けるのか。

（教育施設課）
明確にまだ決まっていない。アンケートなどを踏まえ
て、課題を洗い出し、整備方針をもとに、施設の配置
や規模を勘案して、その中で議論していく。

特になし。

一般の方と接するとすごい抵抗がある保護者もいる
と思うので、そのあたりもぜひ検討いただきたい。

地域に開かれた場所といったところで、チャレンジ的
な部分もあるが、皆様からいろいろなご意見を頂戴
できればと思っている。

特になし。

市民の方はどこに車をとめて利用するのか。

（教育施設課）
今回の計画地の中では、まだ配置計画が決まってい
ない。現状、市民ホールと総合体育館の間の駐車ス
ペースを当面使うことが想定される。

特になし。

学生たちの自習室が少ないと思うので、視聴覚室と
かを日曜日とかに開放するなど、そういう機能も追
加検討いただきたい。

特になし。

コンビニの誘致とか、食事をするところとか、そうい
うふうにすると賑わってくると思う。

特になし。

令和14年度以降、市民ホールやたべと谷田部総合体
育館を解体する見込みがあるのか。

（スポーツ施設課）
令和14年に小学校と体育館がオープンした後、多少
時期は被って利用しつつ、解体の予定。
（地域支援課）
同じく複合施設に集積化の後、解体する意向。

特になし。

跡地の計画は未定か。
（地域支援課）
おっしゃるとおり。

特になし。

新校舎と複合施設の運用の耐用年数は。
（教育施設課）
学校だと、長寿命化計画の中では、RC造で80年、S
造で60年。

特になし。

生徒数の増加によるキャパの限界があるということ
で、今回の土地で拡張性はあるのか。

（学務課）
推計上、令和14年度が一つのピークで、少しずつ下
がっていく、右肩上がりは考えにくい。
（教育施設課）
児童数が減ったいった時でも利活用しやすい配置計
画も考慮していく。

特になし。

児童・保護者向けアンケートで、静かにゆっくりでき
る場所がほしいという選択肢が、目的とか目指すも
のから少しずれている印象がある。

（教育施設課）
いきなり複合化というよりは、校舎を建て替えるの
で、どういう学校を希望しているかという考えをまず
引き出すところを趣旨にしている。

特になし。

12 白木委員
グラウンドが使えない期間も、他に遊びに行ける場
所があるのかなと思った。

特になし。 特になし。

10 荒井委員

（委員長）
そういうご意見もアンケートの中に反映できればと
思います。

11 海野原委員



委員名 意見内容 委員会時の回答 委員会後の作業

13 渡辺（史）委員

児童・保護者向けアンケートで、どんな学校になった
らうれしいかって、こどもたちに聞いてもらえるの
は、自分たちで地域を作っていくんだと意識ができ
るので、すごく良いと思った。

特になし。 特になし。

14 大越委員
谷田川に関連しての災害的なリスクがあるエリアな
のか。

（公共資産利活用推進課）
今回の計画地と谷田部総合体育館の部分は浸水想
定区域外。

特になし。

集積する機能の中に窓口センターがないが、記載漏
れか。

（教育施設課）
記載漏れ。

（教育施設課）
集積する機能の中に追記対応。

市民交流センター、歴史民俗資料館、保健センターは
一体的に考えないのか。

（教育施設課）
今回はお示しした内容で集積を考えている。

特になし。

16 鈴木委員 特になし。 特になし。 特になし。

17 久保田委員 特になし。 特になし。 特になし。

15 稲葉委員



（２）基本構想検討状況について

資料２
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議題

①基本構想の構成

②現況と課題の整理

②-1 現況整理

②-2 アンケート結果

②-3 課題整理

③基本理念、コンセプト

④必要機能・施設と共用化の考え方

④-1 必要な機能・施設

④-2 共用化の考え方

⑤ ゾーニング、配置計画

⑤-1 前提条件

⑤-2 ゾーニング、配置計画

⑤-3 比較表

⑥ 事例紹介

⑥-1 施設の効率化事例

⑥-2 利用範囲の拡大と開放性の考え方事例

⑦ ヒアリング計画

⑧ 今後のスケジュール
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① 基本構想の構成

第１章 基本構想策定の目的等

１ 計画地の概要

２ 検討経緯

３ 基本構想策定の目的

４ 関連計画の整理

第２章 現状分析

１ 基礎データ（アンケート、ヒアリング結果を含む）

２ 課題整理

第３章 基本理念・コンセプト

１ 基本理念

２ コンセプト

第４章 整備方針

１ 施設整備の基本方針

２ 必要な施設、機能

３ 施設の共用化検討

４ 留意事項

第５章 整備内容

１ ゾーニング

２ 配置計画

３ 施設の諸元、面積等

４ 整備スケジュール

第６章 管理・運営の方向性

１ 運営、事業手法の検討

２ 民間資金活用の検討

第７章 事業性の調査

１ コスト試算

（改築複合化案、長寿命化案、両者のコスト比較）

２ 事業化に向けた課題の整理

目次

第2回策定委員会で

議題となる部分
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②-1 現況整理

谷田部地区の位置づけ 計画地の浸水想定

② 現況と課題の整理

計画地周辺の浸水想定区域及び指定避難場所

・市民ホールやたべ、谷田部総合体育館は、水深

0.5～3.0ｍの浸水が想定される。

・小学校・庁舎跡地の大部分は、浸水想定区域外

である。

つくば市将来都市構造図

つくば市都市計画マスタープランより抜粋

（谷田部市街地）

〇歴史ある市街地の中心部に小学校や店舗等が立地

し、その周辺に住宅地が形成されていることから、

用途地域制度による市街地形態にあった土地利用の

規制・誘導による居住環境の保全に努めます。また、

必要な公共施設等の都市機能の維持に加え、日常生

活に必要な都市機能の補完のため、隣接する台町市

街地との連携により生活利便性の強化を図ります。

（旧谷田部庁舎跡地とその周辺の活用）

〇隣接する谷田部小学校や周辺の公共施設等と連携

した土地活用を含め、地域に資する利活用方策の検

討を進めます。

〇地域持続化拠点（R8）

地域持続化拠点では、地区及びその周辺の住民の

生活や活動を支える拠点として日常生活に必要とな

る都市機能の維持及び集積を図り、生活利便性の確

保と向上を図ります。
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②-1 現況整理

敷地周辺図

〇施設の構造的な使い勝手の悪さ

〇施設の老朽化による印象低下

〇バリアフリー対応の不足

〇小学校の増築用敷地の不足

〇既存施設の長寿命化での対応困難

児童数

施設の構造（小学校・市民ホール・総合体育館）

〇児童数増加による校舎の不足

〇谷田部庁舎跡地の未活用

〇近接する施設の機能重複

〇既存施設（一部機能）の運用状況

公共施設マネジメント

調整中

② 現況と課題の整理
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〇児童数増加による校舎の不足

児童数は令和14年度にピークを迎え、当面の間減少傾向にならない予測。

→長期間使用できる「仮設」又は「本設」の校舎による教室数増が必要。

児童数

児童数・学級数推計
既存校舎の普通教室数

26

ピークを越えても
既存校舎だけでは
教室が不足

既存校舎の普通教室数 26

②-1 現況整理 ② 現況と課題の整理
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〇施設の構造的な使い勝手の悪さ

小学校及び周辺公共施設は建築後40年以上が経過しており、小学校では増築
が繰り返されていることから、構造的に施設配置や動線に問題があり、現在の
施設では対応が難しい。

〇施設の老朽化による印象低下

施設の老朽化により、壁面や各部屋の汚れ、破損等によって、利用者の受け
る印象低下を招いている。トイレ等の衛生環境にも問題がある。

施設の構造（小学校・市民ホール・総合体育館）

〇バリアフリー対応の不足

小学校及び周辺公共施設は築40年を超える建物であり、当初からバリアフ
リー対応が想定されていない構造であることから、改修を行ってもバリアフ
リー対応には限界がある。

〇小学校の増築用敷地の不足

谷田部小学校の児童数の増加を校舎増築で対応する場合、将来的に改築を
する際に、小学校敷地に余剰地がなく、建替えが困難となる可能性が高。

〇既存施設の長寿命化での対応困難

小学校の長寿命化改修を行っても、動線の問題や教室のサイズが小さいこ
となど解消できない問題がある。

市民ホールやたべは劣化状況から施設の長寿命化が望めないため、建替え
が必要である。

卓球場入口の段差
（バリアフリー対応の不足）

外廊下に面した教室
（施設の構造・動線の問題）

谷田部総合体育館谷田部小学校

長寿命化改修の場合のイメージ
（長寿命化での対応困難）

②-1 現況整理 ② 現況と課題の整理

エレベーターや階段昇降機の未設置
（バリアフリー対応の不足）

市民ホールやたべ
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〇近接する施設の機能重複

市民ホール、総合体育館、交流センターには市民が利用できる会議室があり、

予約管理や稼働率の面で非効率となっている。また、予約方法や料金体系などが

統一されていない。

〇既存施設（一部機能）の運用状況

現在の施設には稼働率が低い機能があり、空いている時間が多い。利用者の使

い勝手の向上や、過不足のない適正な規模で諸室を配置することによる利用率の

向上や効率的な施設利用が求められる。また、適正規模による配置や効率的な利

用により、維持管理コストの減少が求められる。

公共施設マネジメント
〇谷田部庁舎跡地の未活用

谷田部庁舎跡地は、平成25年の庁舎解体後、谷田部地区交番の移設以外に利活

用が進んでいない。公共機能が集積する場所にあり、公共機能を充実させるため

に有効活用することが求められる。

谷田部総合体育館 令和６年度稼働率

市民ホールやたべ 令和６年度稼働率

②-1 現況整理 ② 現況と課題の整理

※稼働率＝施設利用コマ数÷施設利用可能コマ数×100
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アンケート概要

調査目的 既存施設の問題点や新たな施設への要望を把握し、基本構想策定の参考とする。

対 象 者 ①谷田部小学校の児童及び保護者
②市民ホールやたべの利用者
③谷田部総合体育館の利用者

期 間 令和７年（2025年）10月６日（月）～10月26日（日）

調査方法 ①谷田部小学校児童及び保護者
→オンライン調査

②市民ホールやたべの利用者・③谷田部総合体育館の利用者
→オンライン調査＋調査票

（各施設に配置した調査票に記入、又は、調査票のQRコードよりオンライン回答）

②-2 アンケート結果 ② 現況と課題の整理
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谷田部小学校の児童

〇谷田部小学校で好きな場所やよいところ（設問３、自由記述）

〇建替えにおいて重要だと思うこと（設問６、選択肢３つまで選択可）

②-2 アンケート結果（主な意見） ② 現況と課題の整理

谷田部小学校の保護者

〇古い印象、老朽化による不快感（設問４ 、自由記述）

〇どんな小学校だったら嬉しいか（設問２、選択肢複数回答可）

▶選択肢より過半の回答があった項目

●放課後に友達と遊べる場所がほしい

●体育館のほかに、屋内で体を動かせる場所がほしい

●自分の好きなことに集中できる場所がほしい

▶図書室、校庭、体育館を挙げている回答が多かった
自由記述回答例）

●図書室です。たくさんの本がある事、本をその場で読んだり、借りる事が

できるのも嬉しいです。
●グラウンドが広くて自由に動き回れるのが楽しい。

〇施設の構造的な使い勝手の悪さ（設問４、５ 、自由記述）

▶移動の困難さや狭さ、空調設備を挙げている回答が多かった
自由記述回答例）

●教室が３棟で移動に時間がかかる
●校内が複雑で迷路みたい
●廊下と教室が狭い
●学年が密集しない、広々としたつくりにしてほしい
●体育館にエアコンをつけて欲しい

▶トイレの改善に関する意見を挙げている回答が特に多かった
自由記述回答例）

●トイレなどを綺麗にしてほしい
●トイレの数が少ない。混んでいる。
●古いトイレや場所によって暗いトイレが怖い
●備品が古く、ケガにつながる可能性がある

▶選択肢より過半の回答があった項目

●防犯対策が整った学校

●校庭や体育館などの運動施設が整った学校

●災害に強く、避難所としての機能が整備された学校

〇どんな小学校にしたいか（設問７、自由記述）

▶綺麗な学校、広い学校、駐車場の整備を求める意見が多かった。
自由記述回答例）

綺麗な学校
●明るい内装で、広く感じる校内がいい
●建物の雰囲気も校舎内も明るい学校
●衛生面に配慮した学校
●掃除のしやすい学校にしてほしい

広い学校
●教室をもっと広くしてほしい。オープンスクールも全員の親が入らない印象。
●子供たちがのびのびと過ごせる校舎になったらいい
●児童の数に対して十分な教室の広さや遊具の数が確保された環境であってほしい

駐車場の整備
●駐車スペースが完備されているといい
●駐車場は広くとってほしい
●駐車場が砂利で砂埃がすごく送迎の際に不便
●路駐しなくてもいいように使いやすい駐車場にしてほしい

【凡例】●建て替えにより解消する事項
●新しく整備する複合施設でどのようにとりこむか検討する事項

詳細は別紙１参照
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市民ホールやたべの利用者

②-2 アンケート結果（主な意見） ② 現況と課題の整理

谷田部総合体育館の利用者

〇新しく整備する複合施設に追加してほしい機能（設問９、自由記述）

▶飲食スペースの充実を挙げている回答が特に多かった

●カフェ・軽食スペース

● Wi-fi

●子供向け多目的スペース

〇現在の「市民ホールやたべ」で改善してほしい点（設問７、自由記述）

▶施設・設備の古さや空調に関する事項を挙げている回答が多かった

●施設全体や設備が古い

●会議室の設備が古い、空調が効いていない

●研修室・視聴覚室の設備が古い、空調が効いていない

〇新しく整備する複合施設に期待すること（設問１０、自由記述）

▶地域イベント・交流の増加やバリアフリー対応を挙げている回答が多かった

●地域のイベントが増える、しょうがい者も利用しやすい

●地域での交流、土日祝等のイベントに参加しやすくなる。子ども達が通いや

すく親しみやすい小学校になって欲しい。

●地域のイベントが増え、ダンスの発表や、交流の機会が増えたら嬉しいです。

〇現在の「市民ホールやたべ」で満足している点（設問６、自由記述）

▶駐車場に関する事項を挙げている回答が特に多かった

●無料駐車場がある

●駐車場が広い。交通の便が良い。

●アクセスが良い

〇新しく整備する複合施設で特に配慮が必要だと思うこと（設問７、選択肢＋自由記述）

▶施設・設備の古さや空調に関する事項を挙げている回答が多かった

●競技のしやすさ

●環境衛生・施設の清潔さ

●バリアフリー

〇その他、ご意見・ご要望（設問１０、自由記述）

▶空調整備や利用に関する事項を挙げている回答が多かった

●空調環境（冷暖）を整備してほしい

●卓球場、弓道場、トレーニング設備がほしい

●小学校と共有しても昼間利用できるようにしてほしい

〇新しく整備する複合施設に追加してほしい機能（設問６、選択肢＋自由記述）

▶飲食スペースや設備の充実を挙げている回答が特に多かった

●売店

●カフェ・軽食スペース

●シャワールーム

●キッズスペース

●屋内ランニングコース

【凡例】●建て替えにより解消する事項
●新しく整備する複合施設でどのようにとりこむか検討する事項

詳細は別紙２・３参照
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課題整理

小学校敷地と庁舎跡地を合わせた土地に谷田部小学校及び周辺施設を複合化し

単に更新するだけではなく、施設効率化や機能拡充、地域交流の場として整備を検討する

児童数

〇児童数増加への対応

公共施設マネジメント

〇谷田部庁舎跡地の有効活用

〇大幅にコストを削減する効率的な施設マネジメント

〇効率的な公共施設の運用、維持管理

〇地域拠点機能の拡充

〇防災拠点の維持

施設構造

〇施設の使い勝手の悪さの解消

〇施設の古さによる印象低下の解消

〇将来的な改修・改築を考慮した対応

〇バリアフリー対応

現況への
対応

地区の
位置づけ

アンケート

結果
〇機能維持、機能拡充への期待意見

〇複合化への期待意見

②-3 課題整理 ② 現況と課題の整理

〇施設の使い勝手の悪さの解消

〇施設の古さによる印象低下の解消



【持続可能な施設】

①環境負荷の低減と脱炭素化

②廃棄物削減と低環境負荷材料の採用

③健康・快適・ウェルビーイングの向上

13

③ 基本理念・コンセプト

基本理念

こどもたちと地域が共に創る持続可能な拠点

【地域に開かれた学びの場】

①全ての子供の居場所と挑戦を保障する学校

②複合化により誰もが使える・使いやすい交流の場

③安心安全な地域の学び場

コンセプト

【効率的な施設のマネジメント】

①公共施設機能の充足と施設共用化による効率向上

②施設の長寿命化と更新・増改築の容易性

③ライフサイクルコストの低減

【地域の拠点】

①地域の人々が集う情報発信の拠点

②文化スポーツの拠点

③防災機能の強化

詳細は別紙4参照

論点：課題設定とコンセプトについて
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普通教室 多目的教室
特別支援
教室

教室

特別教室

理科室 音楽室 図工室

図書室 PC室 調理室

その他

管理諸室
(職員室等)

体育館

大ホール 控室 調理室 会議室

和室事務室

窓口
センター

研修室 視聴覚室

アリーナ 弓道場 柔剣道場 卓球場

事務室 会議室更衣室

幼児控室

トレーニング
ルーム

事務室 児童活動室

休養室

外国語教室

被服室

…共用化の可能性がある機能…各施設専用の機能

生活科室 特別活動室

地域協働室 赤ちゃん
ルーム

学校施設（谷田部小学校）

市民ホールやたべ

谷田部総合体育館

【凡例】

放課後の居場所

④-1 必要な機能・施設 ④ 必要機能・施設と共用化の考え方

市民利用施設
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必要諸室の共用化（案）

体育館・ホール

調理室

控室

教室

・多目的教室
（生活科室・

特別活動室）

特別教室
・音楽室

・図工室

・図書室

・PC室

教室
・普通教室

・特別支援教室

特別教室
・理科室

・外国語教室

・被服室

学校施設

アリーナ

事務室

会議室
・研修室

幼児控室・
赤ちゃんルーム

休憩室

和室

視聴覚室

市民利用施設

弓道場

柔剣道場

卓球場

トレーニング
ルーム

更衣室

窓口センター

その他
・管理諸室
（職員室等）

その他
・地域協働室

放課後の居場所

・児童活動室

・事務室

共用化とは 複数の施設に整備されていた近しい機能を集約配置し、複数の主体（児童、市民）で利用することで施設の効率化を図ること。

一つの施設を複数の主体が利用することで、多世代間の交流促進や利用範囲の拡大といった効果も狙う。

④-2 共用化の考え方 ④ 必要機能・施設と共用化の考え方

共用化対象範囲
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統合対象諸室の必要面積
計 5,200㎡

3,100㎡普通教室等

谷田部小学校

ホール・控室

500㎡理科室等

2,000㎡管理諸室等

1,000㎡多目的教室

850㎡音楽室等 体育館・放送室

調理室

400㎡放課後の居場所

市民ホールやたべ
1,400㎡ 窓口センター等 350㎡

100㎡

アリーナ 1,350㎡ 卓球場・

弓道場等

1,300㎡事務室 50㎡

会議室 100㎡

谷田部総合体育館

統合後の必要面積
計 3,000㎡

2,200㎡の面積減

必要諸室の共用化の効果

150㎡

1,600㎡

事務室 50㎡

会議室 250㎡

施設の効率化
→事例①②

利用範囲の拡大と
開放性の考え方
→事例③④

④-2 共用化の考え方 ④ 必要機能・施設と共用化の考え方

調理室

100㎡ 研修室 50㎡視聴覚室

論点：共用化の考え方、共用化する機能
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⑤-1前提条件

・当面の児童数増加に対応するため、仮設校舎を増築する。

・敷地南側は埋蔵文化財包蔵地であるため、
敷地北側に施設を配置する。

・敷地内のバスロータリー、記念碑群、倉庫等は
移設（または撤去）する。

・市民ホール、総合体育館は新施設完成後、
将来的に解体予定。

前提条件

⑤ ゾーニング、配置計画
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A案 学校・市民利用施設・アリーナをバランスよく配置した案

⑤-2 ゾーニング、配置計画 ⑤ ゾーニング、配置計画

〇建物規模
学校 4階建て
市民利用施設 2階建て

〇駐車場
200台（北側90台、南側110台）
北側と南側に分散することで、各施設からの動線が短い

〇動線
市民と児童の敷地への入口は同じ
動線が重なる部分に大きな交流広場を配置
給食は西側から搬入し、児童・市民動線と分離

〇教室配置
普通教室と特別支援教室は南面採光と北面採光（別紙6）

〇工事期間の運用
敷地内に余裕ある工事ヤードの確保が可能
工事期間中は学校のグラウンドを確保できない

詳細は別紙5・6参照特徴

工事期間中の土地利用



19

⑤-2 ゾーニング、配置計画 ⑤ ゾーニング、配置計画

B案 小学校3階建てを優先した案

〇建物規模
学校 3階建て
市民利用施設 3階建て

〇駐車場
130台（北側20台、南側110台）
北側の駐車台数が少ないため、市民利用は敷地外の
駐車場がメインとなり動線が長い

〇動線
市民と児童の敷地への入口は同じ
動線が重なる部分に交流広場を配置
給食は西側から搬入し、児童・市民動線と分離

〇教室配置
普通教室と特別支援教室は全て南面配置が可能（別紙7）

〇工事期間の運用
敷地内に工事ヤードの確保が可能
工事期間中は学校のグラウンドを確保できない

特徴

工事期間中の土地利用

詳細は別紙5・7参照
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⑤-2 ゾーニング、配置計画 ⑤ ゾーニング、配置計画

C案 工事期間中の敷地内のグラウンド確保を優先した案

〇建物規模
学校 4階建て
市民利用施設 3階建て

〇駐車場
280台
南側に駐車場をまとめているため、市民利用は動線が長い

〇動線
市民と児童の敷地への入口は分離されている
中庭に交流広場を配置
給食は東側から搬入するため、市民動線と近接する

〇教室配置
普通教室と特別支援教室は南面採光と北面採光（別紙8）

〇工事期間の運用
敷地内に工事ヤードの確保が難しい
工事期間中も学校のグラウンドを確保可能

特徴 詳細は別紙5・8参照

工事期間中の土地利用
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比較

⑤-3 比較表 ⑤ ゾーニング、配置計画

詳細は別紙9参照

論点：ゾーニング配置、評価項目
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⑥-1 施設の効率化事例

事例①高浜市立高浜小学校/高浜市地域交流施設たかぴあ（愛知県）

体育授業での利用
学校利用時間外での地域利用

（地域スポーツクラブ）
観覧席を展開したホール利用

（演奏会）

• 高浜小学校体育館（メインアリーナ）は、学校の体育の授業や発表会等で使用し、学校利用時間外は地域の人も利用可能。

• ホール利用を想定し、電動自走観覧席300席を設置。内装仕上げに吸音材を使用するとともに、防音対策にも十分配慮。

• 音楽会などにおける多人数の出演者待ちには、通路やサブアリーナを一時的に利用することも可能。

メインアリーナに電動自走式観覧席、暗幕設備を設け、
競技利用とホール利用、学校利用と地域利用を両立。

小学校を核に公民館機能・体育館機能・児童センター機能を集約した複合施設として、令和３年に整備。

出典：文部科学省 公民館・図書館の官民連携/デジタル活用事例 「小学校を核とした地域拠点をPFIで実現、高浜市地域交流施設「たかぴあ」（愛知県高浜市）、愛知県高浜市立高浜小学校BLOG 「体育『マット運動』」 2021年5月24日、
高浜小学校等整備事業 施設紹介「メインアリーナ」、 NPO法人子どもにおんがくを 「愛知県高浜市立高浜小学校」

⑥ 事例紹介
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事例②矢板市文化スポーツ複合施設（栃木県）

• 多機能ホールとアリーナの間にホワイエを挟むことで、文化活動とスポーツ活動が干渉せず、同時に利用可能。

• 市民の発表の場としてホワイエ「にぎわいストリート」壁面、ディスプレイコーナー、情報コーナーにアート
レール、フック等の設置をして写真・絵画等を飾ることができる。

• 多機能ホールには、移動式観覧席とステージを整備し、文化会館としての機能を持たせた。体育館としても使用
可能。

出典：矢板市文化スポーツ複合化施設HP

共用部（トイレ・更衣室等）を施設中央に設け、
ホール・アリーナの双方からアクセス可能な効率的な配置。

文化・スポーツを軸にしたまちなか交流・健康づくりの拠点、安心・安全な地域防災拠点として令和６年に整備。

市民発表の場としても使用されるホワイエ１階平面図

⑥-1 施設の効率化事例 ⑥ 事例紹介
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⑥-2 利用範囲の拡大と開放性の考え方事例

事例③安平町立早来学園（北海道）

児童生徒と地域住民の動線を区別しつつも、子どもたち
の社会への興味や住民同士の交流が生まれる配置。

北海道胆振東部地震で被災した早来中学校の再建に合わせて、近隣の3小学校を統合し、義務教育学校として令和5年に整備。

出典：文部科学省 学校施設整備・活用のための 共創プラットフォーム CO-SHA Platform
「ICT活用と空間の多機能化で、 地域と交流を深める義務教育学校を実現」 安平町立早来学園（北海道安平町）

３つのエリア区分
・開放エリア（青）：地域の人も自由に使用可能。
・共用エリア（黄）：学校が使用していないときに、

地域の人が使用可能。
・専用エリア（グレー）：学校が主として使用。

• 建物は３層のエリアに区切られており、地域に開放される図書室や共用エリアを学校の中心に配置。

• ガラスの仕切りや大きな窓から、中の活動を見ることができる。

• 教室の扉の横にタブレットがあり、何の活動が行われているか、児童・生徒・地域住民が確認できる。

学校の廊下から、家庭科室等での活動を見ることができる

開放エリア

共用エリア

専用エリア

共用エリア

⑥ 事例紹介
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事例④志木市立志木小学校（埼玉県）

出典：文部科学省 学校施設整備・活用のための 共創プラットフォーム CO-SHA Platform
「地域コミュニティに支えられた 学社融合施設」 志木小学校（埼玉県志木市）

志木小学校と、近接する公民館・図書館の建物の老朽化・耐震化問題の解決策として、学社融合の複合施設を平成15年に整備。

地域の方々とのふれあいが身近にある複合施設として、
児童、図書館利用者、公民館利用者の動線が重なる配置。

• 学校関係者と公民館・図書館利用者との動線は、あえて明確に分けず、「大人の目で子供たちを守る」という方針で運営。

• 学校と公民館・図書館で棟や入口は違うものの、明確な区分はほとんどなく、図書館などは児童と地域が同じ時間に利用
している。

• 地域に開かれた学校として、児童と地域の人々が直接交流の機会を持つことで、学習の相乗効果が表れることを期待。

⑥ 事例紹介⑥-2 利用範囲の拡大と開放性の考え方事例
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⑦ ヒアリング計画

１．調査目的

・既存施設の問題点や新たな施設への要望を把握し、
基本構想策定の参考とする。

２．調査対象

①学校関係者
（谷田部小学校教職員、保護者等）
②地域住民
（地元区長、谷田部活性化協議会役員）
③施設利用者
（スポーツ団体、市民ホール利用団体等）
④バリアフリー対策当事者
（公共施設バリアフリー整備に係る意見交換会メンバー等）

３．実施時期

令和７年12月中旬～12月下旬

４．実施内容

(1)ヒアリング内容
・既存施設の良い点、改善点
・新しい施設への要望
・ゾーニング素案に対する意見

(2)提示資料

・基本コンセプト
・共用化の考え方
・ゾーニング素案



Ｒ７年度 Ｒ８年度

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

スケジュール

⑧今後のスケジュール

アンケート実施 ヒアリング実施
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●第２回(11/26) ●第３回 ●第４回 ●第５回(最終)
・アンケートの結果
・現状、課題整理
・基本理念、コンセプト
・必要な施設や規模
・ゾーニング配置計画

・ヒアリングの結果
・管理運営手法
・コスト試算
・基本構想の骨子案

・基本構想の素案 ・パブリックコメントの結果
・基本構想の案

パブリックコメント
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